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(57)【要約】
　本開示は、対象の臀裂からの体液（例えば、汗）及び
/又は臭気を予防又は吸収するための装置を提供する。
一部の実施態様では、本開示は、痔疾を処置又は予防す
るための装置及び該装置を用いる方法を提供する。
【選択図】　図3B
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘着防止材料を含む身体対向面を有する第1の層；
　該第1の身体対向面の反対側に配置された第2の層；及び
　該第1の層と該第2の層との間に配置され、かつ吸収材料を含む第3の層を備える吸収装
置であって：
　該第1層の少なくとも一部が、平面からかなり外れた外形を有する、前記吸収装置。
【請求項２】
　前記第3の層が、吸湿性材料を含む内部コアをさらに備える、請求項1記載の装置。
【請求項３】
　前記内部コアが、障壁材料によって前記吸収材料から分離されている、請求項2記載の
装置。
【請求項４】
　前記内部コアが、活性剤をさらに含む、請求項2又は3記載の装置。
【請求項５】
　前記活性剤が：消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬のうちの1つ以上を含む、請
求項4記載の装置。
【請求項６】
　前記第1の層が、装着情報を使用者に提供するためのグラフィック要素を備える、請求
項1～5のいずれか1項記載の装置。
【請求項７】
　前記第2の層が、装着情報を使用者に提供するためのグラフィック要素を備える、請求
項1～6のいずれか1項記載の装置。
【請求項８】
　前記第2の層が、装着情報を使用者に提供するためのグラフィック要素を備える、請求
項1～7のいずれか1項記載の装置。
【請求項９】
　前記身体対向面が、複数のディンプルを備える、請求項1～8のいずれか1項記載の装置
。
【請求項１０】
　前記身体対向面が、接着部分を備えていない、請求項1～9のいずれか1項記載の装置。
【請求項１１】
　前記平面からかなり外れた外形が、回転楕円体である、請求項1～10のいずれか1項記載
の装置。
【請求項１２】
　前記第2の層が、1つ以上の取り外し用タブをさらに備える、請求項1～11のいずれか1項
記載の装置。
【請求項１３】
　前記第1層が、1つ以上の折り目をさらに備える、請求項1～12のいずれか1項記載の装置
。
【請求項１４】
　複数のディンプルを備える第1の身体対向層；
　該第1の層の反対側に配置された第2の層；及び
　該第1の身体対向層と該第2の層との間に配置された内部コアを備える吸収装置。
【請求項１５】
　前記第1の身体対向層が接着部分を備えていない、請求項14記載の装置。
【請求項１６】
　前記内部コア層が、吸収材料を含み、かつ任意に活性剤を含む、請求項14又は15記載の
装置。
【請求項１７】
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　前記吸収材料が、コーンスターチを含む、請求項16記載の装置。
【請求項１８】
　前記活性剤が：消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬のうちの1つ以上を含む、請
求項16又は17記載の装置。
【請求項１９】
　前記第1の身体対向層及び前記第2の層の少なくとも1つが、装着情報を使用者に提供す
るためのグラフィック要素を備える、請求項14～18のいずれか1項記載の装置。
【請求項２０】
　前記第2の層が、1つ以上の取り外し用タブをさらに備える、請求項14～18のいずれか1
項記載の装置。
【請求項２１】
　前記第1の層が、1つ以上の折り目をさらに備える、請求項14～18のいずれか1項記載の
装置。
【請求項２２】
　請求項1～13のいずれか1項記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するス
テップを含む、対象の痔疾を処置又は予防する方法。
【請求項２３】
　前記装置を配置するステップが、該装置を前記対象の痔疾部に接触させ、かつ/又は該
対象の肛門周囲組織に接触させて配置するステップをさらに含む、請求項22記載の方法。
【請求項２４】
　請求項14～21のいずれか1項記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置する
ステップを含む、対象の痔疾を処置又は予防する方法。
【請求項２５】
　前記装置を配置するステップが、該装置を前記対象の痔疾部に接触させ、かつ/又は該
対象の肛門周囲組織に接触させて配置するステップをさらに含む、請求項24記載の方法。
【請求項２６】
　請求項1～13のいずれか1項記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するス
テップを含む、対象の肛門付近の体液を吸収する方法。
【請求項２７】
　前記装置を配置するステップが、該装置を前記対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置
するステップをさらに含む、請求項26記載の方法。
【請求項２８】
　請求項14～21のいずれか1項記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置する
ステップを含む、対象の肛門付近の体液を吸収する方法。
【請求項２９】
　前記装置を配置するステップが、該装置を前記対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置
するステップをさらに含む、請求項28記載の方法。
【請求項３０】
　請求項1～13のいずれか1項記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するス
テップを含む、対象の肛門付近の痒みを予防する、低減する、又は消失させる方法。
【請求項３１】
　前記装置を配置するステップが、該装置を前記対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置
するステップをさらに含む、請求項30記載の方法。
【請求項３２】
　請求項14～21のいずれか1項記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置する
ステップを含む、対象の肛門付近の痒みを予防する、低減する、又は消失させる方法。
【請求項３３】
　前記装置を配置するステップが、該装置を対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置する
ステップをさらに含む、請求項32記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
（優先権の主張）
　本出願は、それぞれ全内容が引用により本明細書に組み込まれ、かつ信頼に値する、20
15年12月16日に出願された米国特許出願第14/970,831号の優先権を主張する。
【０００２】
（技術分野）
　本開示は、体液（例えば、汗）を吸収する、疼痛及び/若しくは痒みを軽減する、かつ/
又は痔疾の1つ以上の症状を緩和するための装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
（背景）
　肛門周囲の発汗や痒みは、一般的に起きることであり、このような発汗や痒み及びその
他の症状がある人にとっては恥ずかしいことであり得る。また、痔疾は一般的であり、し
ばしば痒み、疼痛、腫れ、及び出血をもたらす。他の状態、例えば、近位の褥瘡性潰瘍に
は、肛門又は肛門周囲領域から生じる症状も含まれる。外科的介入は、感染及び他の合併
症のリスクの増加を伴う。加えて、いくつかの状態（例えば、初期段階の痔疾）は外科的
矯正が指示されないが、多くの対象では極度の不快感を伴う。これらの状態及び他の同様
の状態に対する非外科的処置が必要とされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
（概要）
　本開示は、体液（例えば、汗）を吸収する、疼痛及び/若しくは痒みを緩和する、かつ/
又は痔疾の1つ以上の症状を緩和するための装置を提供する。一部の実施態様では、この
装置は、既存の痔疾に隣接して（例えば、接触して）、又は痔疾が生じる可能性のある対
象の部位に隣接して（例えば、接触して）配置される。一部の実施態様では、この装置は
、対象の皮膚に隣接して（例えば、皮膚に接触して）配置されると体液（例えば、汗）を
吸収する。
【０００５】
　一部の実施態様では、本開示は、粘着防止材料を含む身体対向面を有する第1の層；該
第1の身体対向面の反対側に配置された第2の層；及び該第1の層と該第2の層との間に配置
され、かつ吸収材料を含む第3の層を備える吸収装置を提供し、該第1の層の少なくとも一
部が、平面からかなり外れた外形を有する。
【０００６】
　他の実施態様では、本開示は、複数のディンプルを備える第1の身体対向層；該第1の層
の反対側に配置された第2の層；及び該第1の身体対向層と該第2の層との間に配置された
内部コアを備える吸収装置を提供する。
【０００７】
　一部の実施態様では、本開示は、対象の痔疾を処置又は予防する方法を提供し、該方法
は、本明細書に開示される装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するステップを
含む。
【０００８】
　一部の実施態様では、本開示は、対象の肛門付近の体液を吸収する方法を提供し、該方
法は、本明細書に開示される装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するステップ
を含む。
【０００９】
　一部の実施態様では、本開示は、対象の肛門付近の痒みを軽減する又は消失させる方法
を提供し、該方法は、本明細書に開示される装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配
置するステップを含む。
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【００１０】
　これら及び他の実施態様は、より詳細に以下に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
（図面の簡単な説明）
【図１Ａ】図1Aは、本技術による装置の一実施態様の上面の斜視図を示している。
【００１２】
【図１Ｂ】図1Bは、図1Aの装置の底面の斜視図を示している。
【００１３】
【図２】図2は、図1A及び図1Bの装置の斜視断面図を示している。
【００１４】
【図３Ａ】図3Aは、本技術による装置の別の実施態様の斜視図を示している。
【００１５】
【図３Ｂ】図3Bは、図3Aの装置の拡大斜視図を示している。
【００１６】
【図４】図4は、本技術による装置の別の実施態様の斜視図を示している。
【００１７】
【図５】図5は、本技術による装置の様々な実施態様を代表する斜視断面図を示している
。
【００１８】
【図６】図6は、本技術による装置の別の実施態様の斜視図を示している。
【００１９】
【図７Ａ】図7Aは、本技術による装置の別の実施態様の斜視図を示している。
【００２０】
【図７Ｂ】図7Bは、使用可能な構造に折り畳まれている途中の図7Aの装置の斜視図を示し
ている。
【００２１】
【図７Ｃ】図7Cは、使用可能な構造に折り畳まれた後の図7A及び図7Bの装置の斜視図を示
している。
【００２２】
【図８】図8は、図7A～図7Cの装置の斜視断面図を示している。
【００２３】
【図９】図9は、本技術による装置の別の実施態様の斜視図を示している。
【００２４】
【図１０】図10は、図9の装置の断面図を示している。
【００２５】
【図１１】図11は、本技術による装置の別の実施態様の斜視図を示している。
【００２６】
【図１２Ａ】図12Aは、本技術による装置の別の実施態様の斜視図を示している。
【００２７】
【図１２Ｂ】図12Bは、図12Aの装置の別の斜視図を示している。
【００２８】
【図１２Ｃ】図12Cは、図12A～図12Bの装置の側面斜視図を示している。
【００２９】
【図１２Ｄ】図12Dは、図12A～図12Cの装置の上面図を示している。
【００３０】
【図１２Ｅ】図12Eは、図12A～図12Dの装置の底面図を示している。
【００３１】
【図１２Ｆ】図12Fは、図12A～図12Eの装置の断面斜視図を示している。
【００３２】
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【図１３Ａ】図13Aは、本技術による装置の別の実施態様の斜視図を示している。
【００３３】
【図１３Ｂ】図13Bは、図13Aの装置の取り外し用タブを把持している使用者を示している
。
【００３４】
【図１３Ｃ】図13Cは、2つ以上の取り外し用タブを有する図13A～図13Bの装置の変形形態
を示している。
【００３５】
【図１３Ｄ】図13Dは、図13Bの装置の取り外し用タブを把持している使用者を示している
。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
（詳細な説明）
　ある特定の詳細が、本技術の様々な実施態様の完全な理解を提供するために、以下の説
明及び図1A～図13Dに示される。例えば、痔疾を処置又は予防するための装置のいくつか
の実施態様が以下に詳細に説明される。しかしながら、本技術は、他の療法、例えば、外
科的処置及び薬剤の局所適用などと組み合わせて使用することができる。皮膚に又は皮膚
に隣接して装着される装置にしばしば関連する周知の構造及びシステムを説明する他の詳
細は、本技術の様々な実施態様の説明を不必要に不明瞭にすることを回避するために以下
の開示では説明されない。したがって、当業者であれば、本技術が、追加の要素を備える
他の実施態様を有し得ること、又は、図1A～図13Dを参照して以下に図示され説明される
特徴のいくつかが存在しない他の実施態様を有し得ることを適切に理解されよう。
【００３７】
（1．対象の皮膚から体液を吸収するための装置の選択された実施態様）
　一般に、本開示の装置は、対象の皮膚から体液（例えば、汗）を吸収する。一部の実施
態様では、皮膚は、対象の肛門付近の皮膚（例えば、対象の臀裂の少なくとも一部）を含
む。従って、一部の実施態様では、本開示による装置は、対象の臀裂の少なくとも一部（
例えば、肛門周囲組織のような対象の肛門付近）に配置されるように構成されている。一
部の実施態様では、体液には、血液、汗、糞便、尿、及び/又は膿が含まれる。
【００３８】
　一部の実施態様では、本開示による装置は、対象の肛門に最も近い部分（例えば、肛門
周囲の皮膚に接触している部分）が該対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI
、胴囲など）に比例するような大きさである。
【００３９】
　次に、特に図1A～図1B及び図2参照すると、本開示の一実施態様による装置10は、第1の
層100、及び該第1の層100の反対側に配置された第2の層200を備えている。第1の層100の
少なくとも一部は、平面から（例えば、平坦な平面から）外れた外形300を有する。
【００４０】
　第1の層100は、装置10に対して、対象に接触する又は隣接するように向けられている。
第1の層100は、皮膚に直接接触するのに適し、かつ水分の第1の層100の透過を可能にする
あらゆる材料から形成することができる。一部の実施態様では、第1の層100は綿を含む。
第1の層100は、表面（例えば、身体対向面）150を備える。表面150は、第1の層100が対象
の皮膚に強く付着し過ぎるのを防止するために、被覆、例えば、ワックス状被覆を備える
ことができる。一部の実施態様では、表面150はテクスチャを有する。一部の実施態様で
は、このテクスチャは、対象の皮膚への装置10の付着を高める。一部の実施態様では、こ
のテクスチャは、1つ以上のディンプルを備えている。
【００４１】
　一部の実施態様では、第1の層100は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マー
ク400をさらに備える。例えば、情報マーク400は、装置10のどちらの面が対象の皮膚に接
触するべきかを示すことができる。
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【００４２】
　一部の実施態様では、第1の層100は、装着時に装置10をどのように向けるべきかを対象
に示すための1つ以上の向きマーク500をさらに備える。例えば、図1Aに示されているよう
に、向きマーク500は、臀裂に平行に整合されるべき装置10の中心線を示す線を備えるこ
とができる。
【００４３】
　第1の層100の外形部分300は、該第1の層100の残りの部分に対して平面から（例えば、
平坦な平面から）外れている。例えば、図1Aに示されているように、外形部分300は、第1
の層100からかなり突き出ている。一部の実施態様では、図1Aに示されているもののよう
に、外形部分300は、概ね回転楕円体の形状を形成するために第1の層100から突き出てい
る。他の実施態様では、外形部分300は、異なる形状、例えば、円板、マウンド、円錐形
、涙滴、又はこれらの組み合わせを形成する。他の実施態様では、外形部分300は、例え
ば、該第1の層100に凹み又は窪みを形成するように第1の層100からかなり引っ込んでいる
。外形部分300は、第1の層100の表面150に関して説明されたテクスチャと同様のテクスチ
ャを任意に有し得る表面350を備えている。他の実施態様では、表面350は、たとえ表面15
0がテクスチャを有する実施態様であってもテクスチャを有していない。一部の実施態様
では、外形部分300は、対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に
比例した大きさである。
【００４４】
　装置10の第2の層200は、任意に、皮膚との直接的な接触に適し、かつ体液の第2の層200
の透過を可能にし得るあらゆる耐久性材料から形成することができる。一部の実施態様で
は、第2の層200は綿を含む。図1Bに示されているように、装置10の第2の層200は、第2の
表面250を有し、該第2の表面250は、一部の実施態様では、機械的分解又は体液による分
解に対して該第2の層200の完全性を向上させるために被覆（例えば、ワックス状被覆）を
備えることができる。一部の実施態様では、第2の表面250はテクスチャを有する。一部の
実施態様では、このテクスチャは、例えば、装着の間の装置10の取り扱い及び操作を改善
するために、装置10の対象の皮膚への付着を高める。一部の実施態様では、テクスチャは
、1つ以上のディンプルを備えている。
【００４５】
　第2の層200は、一部の実施態様では、平面から（例えば、第2の層200の残りの部分によ
って少なくとも一部が画定される平面から）かなり外れた外形を有する第2の外形部分600
を備えることができる。例えば、図1Bに示されているように、第2の外形部分600は、凹み
が第2の層200に形成されるように、第2の層200の残りの部分によって画定される平面から
引っ込めることができる。第2の外形部分600は、装着の間の装置10の取り扱い及び操作を
改善するためにテクスチャ、例えば、1つ以上のディンプルを任意に備え得る表面650を有
する。
【００４６】
　一部の実施態様では、第2の層200は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マー
ク450をさらに備える。例えば、情報マーク450は、装置10を臀裂内に適切に装着するため
に対象が圧力をかけてもよい部分を示すことができる。
【００４７】
　一部の実施態様では、第2の層200は、装着時に装置10をどのように向けるべきかを対象
に示すための1つ以上のグラフィック表示550をさらに備える。例えば、図1Bに示されてい
るように、向きマーク550は、装置10の中心を示す中心ゾーンを示すことができ、理想的
には装着時に対象の肛門に整合させるべきである。
【００４８】
　第1の層100及び第2の層200は、当業者に公知のあらゆる適切な手段によって周辺部で互
いに固定することができる。一実施態様では、図1Bに示されているように、第1の層100と
第2の層200は、継ぎ目又はシール255によって互いに接合される。一部の実施態様では、
例えば、第1の層100及び/又は第2の層200が綿を含む場合、継ぎ目又はシール255は、物理



(8) JP 2019-508187 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

的な接合（例えば、縫い目）又は化学的接合（例えば、接着シール）とすることができる
。一部の実施態様では、第1の層100と第2の層200は、熱及び/又は圧縮によって一緒に接
合される。
【００４９】
　一部の実施態様では、装置10は、第1の層100、第2の層、及び外形300によって画定され
る断面形状を有する。この断面形状は、装置10の使いやすさ（例えば、装着及び又は取り
外し）、対象の快適さなどを向上させるために選択することができる。一部の実施態様で
は、この断面形状は、実質的に円形、卵形、棒状、又は多角形である。例えば、限定され
るものではないが、断面形状には、円形、楕円形、棒、長方形、正方形、台形、菱形、平
行四辺形、三角形、六角形、五角形、七角形、八角形、九角形、角が丸い正方形、前述の
いずれかの一部（例えば、半円形）、前述のいずれかの先細構造、又は前述のいずれか2
つ以上の組み合わせ（例えば、四辺形部分と該四辺形の長さ及び/又は角の１つから突き
出た1つ以上の指状部分を含む断面プロファイル）が含まれ得る。
【００５０】
　図2に示されているように、図1A-1Bの実施態様は、第1の層100と第2の層200との間に配
置された第3の層700を備えている。第3の層700は、対象の臀裂への装置10の装着時に、体
液を吸収し、かつ/又は活性剤を該対象に送達するための充填材料750を含む。一部の実施
態様では、第3の層700は、第1の層100と第2の層200との間の全空間を占めている。他の実
施態様では、図2に示されているもののように、充填材料750は、第3の層700の一部のみを
構成する（例えば、第1の層100と第2の層200との間の空間の一部のみを占める）。このよ
うな実施態様では、充填材料750によって占められていない、第1の層100と第2の層200と
の間の残りの空間は、第2の充填材料800を含むことができ、該第2の充填材料800は、該充
填材料750を装置10内の所望の位置に固定するために、綿又は発泡体のような比較的堅い
構造支持材料であり得る。例えば、図2に示されているように、第3の層700は、第1の層10
0の非平面外形部分300内に実質的に配置される吸収材料750、例えば、綿を含み得る。吸
収材料750を、装置10内のその位置に実質的に維持することを保証するために、第3の層70
0は、該吸収材料750よりもかなり硬質の第2の充填材料800をさらに含む。使用の際に、よ
り硬質の第2の充填材料800は、例えば、対象の殿筋によって装置10に加えられる物理的な
力によって、該装置１０内のその元の位置から吸収材料750が押し出されるのを実質的に
防止する。
【００５１】
　別の実施態様では、図3A～3Bに示されているように、本開示による装置20は、第1の層1
00、及び該第1の層100の反対側に配置された第2の層200を備えている。第1の層100の少な
くとも一部分は、平面から（例えば、平坦な平面から）外れた外形300を有する。
【００５２】
　第1の層100、第2の層200、及び第3の層700の一般的な特徴は、実質的に図1A～図2を参
照した上記説明の通りである。
【００５３】
　第3の層700が、第1の層100と第2の層200との間に配置され、該第1の層100の外形部分30
0と実質的に整合している。一部の実施態様では、第1の層100の外形部分300は、該第1の
層100と第2の層200との間の第3の層700の存在によって少なくとも一部が形成される。
【００５４】
　一部の実施態様では、図3A～図3Bに示されているもののように、第3の層700は、実質的
に円盤状の形状を有する。例えば、第3の層700は、第1の層100と第2の層200との間に固定
された吸収材料（図1A～図2を参照して上記説明された）を含む丸い又は円形のパウチと
することができ、これにより、該第1の層100の外形部分300が実質的に円盤状の形状にな
る。
【００５５】
　別の実施態様では、図4～図5に示されているように、第1の層100及び第2の層200は、丸
い縁を有する装置30を形成するために（例えば、図1Bに示されている平坦な継ぎ目又はシ
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ール255のない）連続又は半連続の形態とすることができる。このような実施態様では、
外形部分300Aは、例えば、窪んだ空洞を含むあらゆる所望の形状をとることができる。第
1の層100、第2の層200、及び/又は外形部分300Aはそれぞれ、他の実施態様に関して上記
説明されたように、表面150、表面250（斜視図のため不図示）、及び/又は表面350をそれ
ぞれ備えることができる。一部の実施態様では、外形部分300Aは、対象のサイズ（例えば
、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に比例した大きさである。
【００５６】
　図5に示されているように、第2の層200は、第1の層100の外形部分300Aに加えて又はそ
の代わりに、外形部分300Bを有し得る。第1の層100及び第2の層200の両方にそれぞれ外形
部分300A/300Bを備える実施態様では、該2つの外形部分300A/300Bは、同一の形状を有し
得る。他の実施態様（不図示）では、2つの外形部分300A/300Bは、実質的に同様の形状、
又は実質的に異なる形状を有し得る。一部の実施態様では、外形部分300A/300Bは、対象
のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に比例した大きさである。
【００５７】
　装置30は、内部コア700を含み得る。第1の層100と第2の層200との間の残りの全ての空
間を、吸収性充填材料800で充填することができる。このような実施態様では、吸収性充
填材料800は、第1の層100及び/又は第2の層200を介して装置30に体液を吸い込むよう機能
し、該体液は、最終的には、例えば、水分経路900に沿って内部コア700に達する。
【００５８】
　本明細書に開示されるいずれの実施態様でも、内部コア700（様々な実施態様において
第3の層700とも呼ばれる）は、吸湿性材料750、例えば、綿、又はその他の水吸収材料、
又は材料の組み合わせを含み得る。内部コア700は、活性剤760を含み得る。一部の実施態
様では、活性剤760は消臭剤である。一部の実施態様では、活性剤760は抗菌剤である。一
部の実施態様では、活性剤760は、痔疾緩和剤（例えば、二糖ポリ硫化物（disaccharide 
polysulfide））である。一部の実施態様では、活性剤760は、麻酔薬（例えば、局所麻酔
薬、例えば、ベンゾカイン、ブタンベン（butamben）、ジブカイン、リドカイン、オキシ
ブプロカイン、プラモキシン、プロパラカイン、プロキシメタカイン、及びテトラカイン
（或いは、アメトカイン（amethocaine）とも呼ばれる）である。一部の実施態様では、
活性剤は：消臭剤、抗菌剤、及び痔疾緩和剤のうちの2つ以上又は3つ以上である。一部の
実施態様では、活性剤は、消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬を含む。
【００５９】
　別の実施態様では、図6に示されているように、本開示による装置40は、実質的に球状
の頭部42及び実質的に細い尾部44を備えている。このような実施態様では、尾部44により
、例えば、対象の親指と人差指との間で装置40を安全かつ効率的に取り扱うことが可能と
なり、しかも対象の臀裂内に装着された後は目立たないままである。
【００６０】
　装置40は、図1A～図5に示され、かつこれらの図面に関して上記説明されたものと同様
の第1の層100、第2の層200、及び外形部分300を備えることができる。表面150、250、及
び350を備える第1の層100、第2の層200、及び外形部分300の一般的な特徴は、実質的に、
他の例示された実施態様に関する上記説明の通りである。
【００６１】
　図7A～図7Cに示されているように、本開示による装置50の別の実施態様は、該装置50の
効率的なパッケージングを可能にするための、装置50の長さに沿った折り畳み可能な折り
目55を備えている。このような実施態様では、装置50は、吸収材料、及び皮膚との直接接
触に適した任意の被覆（例えば、ワックス状被覆）を有する二分された第1の層100A/100B
を備えている。二分された第1の層100A及び100Bのそれぞれは、表面150A/150Bを備えるこ
とができる。表面150A/150Bは、他の実施態様における表面150に関して上記説明されたも
のと同様の特性を有し得る。
【００６２】
　装置50はまた、（例えば、図7Cに示されているように）折り畳みが完了した後に、本明
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細書に記載の他の実施態様における外形部分300と実質的に同様の特性を有する二分され
た外形部分300A/300Bも備えている。より具体的には、外形部分300A/300Bのそれぞれは、
テクスチャ、例えば、複数のディンプルを有する表面350A/350Bを備えることができる。
一部の実施態様では、二分された外形部分300A/300Bは、図7Cに示されているように装置5
0が折り畳まれた後に、対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に
比例した大きさである。
【００６３】
　使用の準備ができたら、対象は、図7A～図7Cに示されている進め方に従って、外形部分
300Aが外形部分300Bに接触及び/又は連続するまで、折り畳み可能な折り目55に沿って装
置50を折り畳む。次いで、得られた折り畳まれた装置50（図7C）を、外形部分300A/300B
が肛門周囲組織に接触するように臀裂内に挿入する。適切な位置にある場合は、折り畳み
可能な折り目55は、ヒンジ式の外向きの力（hinged outward force）（例えば、残留する
ヒンジ式のばね力）を与え、これにより、臀裂内のその装着された位置での装置50の安定
性がさらに向上する。
【００６４】
　図8に示されているように、装置50は、二分された第1の層100A/100Bの反対側に配置さ
れた二分された第2の層200A/200Bを備えることができる。二分された第2の層200A/200Bは
、他の実施態様に関して上記説明された第2の層200と実質的に同じであってもよい。例え
ば、二分された第2の層200Aは、表面250Aを備えることができ、二分された第2の層200Bは
、本開示の他の箇所で説明される第2の表面250と同様又は同一の表面250B（斜視図のため
不図示）を備えることができる。
【００６５】
　同様に、二分された外形部分300A/300Bはそれぞれ、内部コア700A/700Bを備えることが
でき、該内部コア700A/700Bはそれぞれ、本明細書に開示される他の実施態様に関連して
説明される内部コア700と実質的に同様にすることができる。例えば、内部コア700A/700B
は、吸湿性材料750A/750Bを含むことができ、かつ任意に活性剤760A/760Bを含むことがで
き、これらは全て透過性障壁層740A/740B内に封入される。一部の実施態様では、吸収材
料800A/800Bが、透過性障壁層740A/740Bと第1の層100A/100Bとの間に配置され、かつ任意
に該透過性障壁層740A/740Bと第2の層200A/200Bとの間に配置される。
【００６６】
　任意の活性剤760A/760Bは、吸湿性材料750A/750B内に含めてもよい。一部の実施態様で
は、活性剤760Aは、活性剤760Bと同じである。他の実施態様では、活性剤760Aは、活性剤
760Bとは異なる。
【００６７】
　さらに別の実施態様では、図9～図10に代表的に示されているように、本開示による装
置60は、表面150を有する第1層100を備えている。表面150は、装置60への体液の流れを制
御するための少なくとも1つの谷152及び少なくとも1つのプラトー154を備えている。この
実施態様では、装置60はまた、装着時に対象の皮膚に追加的な接着を提供するための一対
の接着領域156を任意に備える。
【００６８】
　図10に示されているように、プラトー部分（複数可）154は、第1の層100の材料の生来
の透水性を低下させ得る疎水性被覆158を備えることができる。対照的に、谷（複数可）1
52は、疎水性被覆158を備えないようにして、第1の層100及び/又は第2の層200を介した第
3の層700への体液の比較的容易な透過を可能にすることができる。図10では、プラトー部
分154と谷部分（複数可）152との間のこの相対的な透過率の差が、水分経路900によって
表されている。
【００６９】
　他の実施態様と同様に、第3の層700は、吸湿性材料750を含むことができ、かつ任意に
活性剤760を含むことができる。
【００７０】
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　さらに別の実施態様では、図11に代表的に示されているように、本技術による装置70は
、第1の層100、及び該第1の層100の反対側に配置された第2の層200を備える。第1の層100
及び第2の層200のそれぞれは、それぞれ表面150及び表面250を備えることができ、他の開
示される実施態様に関して上記説明されたものと同様の特性を有し得る。
【００７１】
　第1の層100は、外形部分300Aを備え、該外形部分300Aは、1つ以上のピラー360A、及び
該ピラー360A間の1つ以上のキャビティ370Aをさらに備えることができる。従って、外形
部分300Aによって吸収される体液は、ピラー360Aを半径方向に膨張させることができ、そ
れに応じてキャビティ370Aが収縮する。
【００７２】
　第2の層200は、外形部分300Bを備え、該外形部分300Bは、1つ以上のピラー360B、及び
該ピラー360B間の1つ以上のキャビティ370Bをさらに備えることができる。従って、外形
部分300Bによって吸収される体液は、ピラー360Bを半径方向に膨張させることができ、そ
れに応じてキャビティ370Bが収縮する。
【００７３】
　このような実施態様では、第1の層100及び第2の層200、そして特に外形部分300A/300B
は、実質的に膨張することなく（例えば、組み合わせられた外形部分300A/300Bの直径Dが
実質的に増加することなく）かなりの量の体液を吸収することができる。一部の実施態様
では、外形部分300A/300Bは、対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲な
ど）に比例した大きさである。
【００７４】
　次に図12A～図12Fを一般的に参照すると、本開示は、対象の皮膚から体液を吸収するた
めの装置80の別の実施態様を提供する。このような実施態様では、装置80は、実質的に均
一なシート材料から形成される。装置80は、外形部分8300を有する上面8100を備えている
。上面8100は、皮膚との直接接触に適し、かつ水分の装置80内への浸透を可能にするあら
ゆる材料から形成することができる。一部の実施態様では、上面8100は綿を含む。上面81
00は、表面（例えば、身体対向面）8150を備える。表面8150は、上面8100が対象の皮膚に
強く付着し過ぎるのを防止するために、被覆、例えば、ワックス被覆を備えることができ
る。一部の実施態様では、表面8150はテクスチャを有する。一部の実施態様では、このテ
クスチャは、対象の皮膚への装置80の付着を高める。一部の実施態様では、このテクスチ
ャは、1つ以上のディンプルを備えている。
【００７５】
　一部の実施態様では、上面8100は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マーク8
400をさらに備える。例えば、情報マーク8400は、装置80のどちらの面が対象の皮膚に接
触するべきかを示すことができる。
【００７６】
　一部の実施態様では、上面8100は、装着時に装置80をどのように向けるべきかを対象に
示すための1つ以上の向きマーク8500をさらに備える。例えば、図12Dに示されているよう
に、向きマーク8500は、臀裂に平行に整合されるべき装置80の中心線を示す線を備えるこ
とができる。
【００７７】
　上面8100の外形部分8300は、上面8100の残りの部分に対して平面から（例えば、平坦な
平面から）外れている、又は該上面8100の残りの部分の外形から外れている。例えば、図
12Aに示されているように、外形部分8300は、上面8100から実質的に突き出ている。一部
の実施態様では、図12Aに示されているように、外形部分8300は、概ね回転楕円体の形状
を形成するために上面8100から突き出ている。他の実施態様では、外形部分8300は、異な
る形状、例えば、円板、マウンド、円錐形、涙滴、又はこれらの組み合わせを形成する。
他の実施態様では、外形部分8300は、例えば、該上面8100に凹み又は窪みを形成するよう
に上面8100からかなり引っ込んでいる。外形部分8300は、上面8100の表面8150に関して説
明されたものと同様のテクスチャを任意に有し得る表面8350を備えている。他の実施態様
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では、表面8350は、たとえ表面8150がテクスチャを有する実施態様であっても、テクスチ
ャを有していない。一部の実施態様では、外形部分8300は、対象のサイズ（例えば、該対
象の身長、体重、BMI、胴囲など）に比例した大きさである。
【００７８】
　装置80の底面8200は、任意に皮膚との直接接触に適し、かつ体液の該底面8200の透過を
可能にし得るあらゆる耐久性材料から形成することができる。一部のこのような実施態様
では、底面8200は綿を含む。図12B及び図12Eに示されているように、装置80の底面8200は
、第2の表面8250を備え、該第2の表面8250は、一部の実施態様では、機械的分解又は体液
による分解に対して第2の層8200の完全性を向上させるために被覆（例えば、ワックス状
被覆）を備えることができる。このような実施態様では、この被覆は、体液が装置80の内
部から底面8200を介して染み出るのを防止する（例えば、吸収された体液を装置80内に閉
じ込める）。一部の実施態様では、第2の表面8250はテクスチャを有する。一部の実施態
様では、このテクスチャは、例えば、装着及び/又は取り外しの間の装置80の取り扱い及
び操作を改善するために、該装置80の対象の皮膚への付着を高める。一部の実施態様では
、テクスチャは、1つ以上のディンプルを備えている。
【００７９】
　底面8200は、第2の外形部分8600を備えることができ、該第2の外形部分8600は、一部の
実施態様では、平面から（例えば、底面8200の残りの部分によって少なくとも一部が画定
される平面から）かなり外れた、又は該底面8200の残りの部分の外形からかなり外れた外
形を有する。例えば、図12Bに示されているように、第2の外形部分8600は、底面8200に凹
みが形成されるように、該底面8200の残りの部分によって画定される平面から引っ込める
ことができる。第2の外形部分8600は、装着及び/又は取り外しの間の装置80の取り扱い及
び操作を改善するために、テクスチャ、例えば、1つ以上のディンプルを任意に有し得る
表面8650を備えている。
【００８０】
　一部の実施態様では、底面8200は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マーク8
450をさらに備える。例えば、情報マーク8450は、装置80の中心線を示すことができ、か
つ/又は該装置80を臀裂内に適切に装着するために対象が圧力をかけてもよい部分を示す
ことができる。
【００８１】
　一部の実施態様では、底面8200は、装着時に装置80をどのように向けるべきかを対象に
示すための1つ以上のグラフィック表示8550をさらに備える。例えば、図12Eに示されてい
るように、向きマーク8550は、装置80の中心を示す中心ゾーンを示すことができ、理想的
には装着時に対象の肛門に整合させるべきである。
【００８２】
　装置80は、内部コア8700をさらに備えることができる。上面8100と底面8200との間の残
りの全ての空間を、内部コア8700によって充填することができる。このような実施態様で
は、内部コア8700は、装置80の外形部分8300、8600内に実質的に位置する吸収材料、例え
ば、綿を含み得る。内部コア8700は、活性剤、例えば、消臭剤及び/又は抗菌剤を含み得
る。
【００８３】
　本明細書に開示されるいずれの実施態様でも、内部コア8700（様々な実施態様において
第3の層8700とも呼ばれる）は、吸湿性材料、例えば、綿、又はその他の水性吸収材料、
又は材料の組み合わせを含み得る。内部コア8700は、活性剤を含み得る。一部の実施態様
では、活性剤は消臭剤である。一部の実施態様では、活性剤は抗菌剤である。一部の実施
態様では、活性剤は、痔疾緩和剤（例えば、二糖ポリ硫化物）である。一部の実施態様で
は、活性剤は、麻酔薬（例えば、局所麻酔薬、例えば、ベンゾカイン、ブタンベン、ジブ
カイン、リドカイン、オキシブプロカイン、プラモキシン、プロパラカイン、プロキシメ
タカイン、及びテトラカイン（或いは、アメトカインとも呼ばれる）である。一部の実施
態様では、活性剤は：消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬のうちの2つ以上又は3つ
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以上である。一部の実施態様では、活性剤は、消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬
を含む。
【００８４】
　一部の実施態様では、装置80は、上面8100、底面8200、内部コア8700、及び外形部分83
00、8600によって画定される断面形状を有する。この断面形状は、装置80の使いやすさ（
例えば、装着及び/又は取り外し）、対象の快適さなどを向上させるために選択すること
ができる。例えば、図12Fに示されているように、この断面形状は、実質的に均一な厚さ
を有するアーチ形のドーム形状にすることができる。例えば、限定されるものではないが
、断面形状には、その代わりに、円形、楕円形、棒、長方形、正方形、台形、菱形、平行
四辺形、三角形、六角形、五角形、七角形、八角形、九角形、角が丸い正方形、前述のい
ずれかの一部（例えば、半円形）、前述のいずれかの先細構造、又は前述のいずれか2つ
以上の組み合わせ（例えば、四辺形部分と該四辺形の長さ及び/又は角の１つから突き出
た1つ以上の指状部分を含む断面プロファイル）が含まれ得る。
【００８５】
　本明細書に開示される全ての装置は、1つ以上の折り目をさらに備えることができる。
本明細書で使用される「折り目」という用語は、材料の凹み、折り畳み部分、又は重なる
領域を指す。一部の実施態様では、折り目8055は、材料の厚さの一部のみ（例えば、多層
装置の1つの層のみの折り目）を含み得る。他の実施態様では、折り目は、装置の厚さ全
体にわたって（例えば、多層装置の全ての層を通って）延在し得る。一部の実施態様では
、折り目は、本装置が、折り目を備えていない或いは折り目の数が少ない又は折り目の寸
法（例えば、長さ、幅、体積、及び/又は表面積）が小さい同等のサイズ及び形状の装置
よりも実質的に多くの体液を対象の皮膚から吸収することを可能にする。
【００８６】
　一部の実施態様では、折り目は、シート材料の実質的に平坦な片を変形させて（例えば
、成形して）、図1A～図12Fのいずれか１つに一般的に示されているような成形形状を形
成することによって形成される。例えば、図12A～図12Fに示されている実施態様では、装
置80は、少なくとも4つの折り目8055を備える。他の実施態様では、装置80は、少なくと
も2つの折り目8055、例えば、約3つの折り目8055、約4つの折り目8055、約5つの折り目80
55、約6つの折り目8055、約7つの折り目8055、約8つの折り目8055、約9つの折り目8055、
約10の折り目8055、又は約11以上の折り目8055を備えている。
【００８７】
　次に図13A～図13Dを一般的に参照すると、本開示は、対象の皮膚から体液を吸収するた
めの装置90の別の実施態様を提供する。このような実施態様では、装置90は、実質的に均
一なシート材料から形成される。装置90は、外形部分9300を有する上面9100を備えている
。上面9100は、皮膚との直接接触に適し、かつ水分の装置90内への透過を可能にするあら
ゆる材料から形成することができる。一部の実施態様では、上面9100は綿を含む。上面91
00は、表面（例えば、身体対向面）9150を備える。表面9150は、上面9100が対象の皮膚に
強く付着し過ぎるのを防止するために、被覆、例えば、ワックス状被覆を備えることがで
きる。一部の実施態様では、表面9150はテクスチャを有する。一部の実施態様では、この
テクスチャは、対象の皮膚への装置90の付着を高める。一部の実施態様では、このテクス
チャは、1つ以上のディンプルを備えている。
【００８８】
　一部の実施態様では、上面9100は、装着時に装置90をどのように向けるべきかを対象に
示すための1つ以上の向きマーク9500をさらに備える。例えば、向きマーク9500は、臀裂
に対して平行に整合されるべき、又は特に図13A～図13Dに具体的に示されているように垂
直に整合されるべき装置90の中心線を示す線を備えることができる。
【００８９】
　上面9100の外形部分9300は、該上面9100の残りの部分に対して平面から（例えば、平坦
な平面から）外れている、又は該上面9100の残りの部分の外形から外れている。例えば、
外形部分9300は、上面9100から実質的に突き出てもよい。一部の実施態様では、外形部分
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9300は、概ね回転楕円体の形状を形成するために上面9100から突き出ている。他の実施態
様では、外形部分9300は、異なる形状、例えば、円板、マウンド、円錐形、涙滴、又はこ
れらの組み合わせを形成する。他の実施態様では、外形部分9300は、例えば、該上面9100
に凹み又は窪みを形成するように上面9100からかなり引っ込んでいる。外形部分9300は、
上面9100の表面9150に関して説明されたものと同様のテクスチャを任意に有し得る表面93
50を備えている。他の実施態様では、表面9350は、たとえ表面9150がテクスチャを有する
実施態様であっても、テクスチャを有していない。一部の実施態様では、外形部分9300は
、対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に比例した大きさであ
る。
【００９０】
　装置90の底面9200は、任意に皮膚との直接接触に適し、かつ体液の該底面9200の透過を
可能にし得るあらゆる耐久性材料から形成することができる。一部のこのような実施態様
では、底面9200は綿を含む。装置90の底面9200は、第2の表面9250を備え、該第2の表面92
50は、一部の実施態様では、機械的分解又は体液による分解に対して第2の層9200の完全
性を向上させるための被覆（例えば、ワックス状被覆）を備えることができる。このよう
な実施態様では、被覆は、体液が装置90の内部から底面9200を介して染み出るのを防止す
る（例えば、吸収された体液を装置90内に閉じ込める）。一部の実施態様では、第2の表
面9250はテクスチャを有する。一部の実施態様では、このテクスチャは、例えば、装着及
び/又は取り外しの間の装置90の取り扱い及び操作を改善するために、装置90の対象の皮
膚への付着を高める。一部の実施態様では、このテクスチャは、1つ以上のディンプルを
備えている。
【００９１】
　底面9200は、第2の外形部分9600を備えることができ、該第2の外形部分9600は、一部の
実施態様では、平面から（例えば、該底面9200の残りの部分によって少なくとも一部が画
定される平面から）かなり外れた、又は該底面9200の残りの部分の外形から外れた外形を
有する。例えば、第2の外形部分9600は、底面9200に凹みが形成されるように、該底面920
0の残りの部分によって画定される平面から引っ込めることができる。第2の外形部分9600
は、装着及び/又は取り外しの間の装置80の取り扱い及び操作を改善するために、テクス
チャ、例えば、1つ以上のディンプルを任意に有し得る表面9650を備えている。
【００９２】
　装置90は、例えば、底面9200に一体化された又は取り付けられた、1つ以上の取り外し
用タブ9900を備えている。1つ以上の取り外し用タブ9900は、使用後に、例えば、装置90
が体液を吸収したときに、使用者が該装置90をより容易に取り外すことを可能にする。一
部の実施態様では、図13Aに代表的に示されているように、装置90は、底面9200の中心又
はその近く（例えば、第2の外形部分9600内）で該底面9200に接続された1つの取り外し用
タブ9900を備えている。このような実施態様を臀裂から取り外すためには、使用者が、取
り外し用タブ9900をその手Hで把持して、該取り外し用タブ9900を臀裂から概ね離れる方
向に引っ張る。
【００９３】
　別法では、装置90は、2つ以上の取り外し用タブ9900、例えば、2つの取り外し用タブ99
00を備えることができる。このような実施態様では、2つの取り外し用タブ9900は、好ま
しくは装置90の中心に対して左右対称に、あらゆる適切な位置で装置90に接続することが
できる。例えば、図13C～図13Dに代表的に示されているように、1つの取り外し用タブ990
0aを、底面9200の一方の縁Eに取り付けることができ、第2の取り外し用タブ9900bを、該
底面9200の概ね反対側の縁E’に取り付けることができる。このような実施態様を臀裂か
ら取り外すためには、使用者が、第1の取り外し用タブ9900a、第2の取り外し用タブ9900b
、又は両方の取り外し用タブ9900a、9900bをその手Hで把持して、臀裂から概ね離れる方
向に引っ張る。
【００９４】
　一部の実施態様では、底面9200は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マーク9
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450をさらに備える。例えば、情報マーク9450は、装置90の中心線を示すことができ、か
つ/又は該装置90を臀裂内に適切に装着するために対象が圧力をかけてもよい部分を示す
ことができる。
【００９５】
　一部の実施態様では、底面9200は、装着時に装置90をどのように向けるべきかを対象に
示すための1つ以上のグラフィック表示9550をさらに備える。例えば、向きマーク9550は
、装置90の中心を示す中心ゾーンを示すことができ、理想的には装着時に対象の肛門に整
合されるべきである。
【００９６】
　装置90は、図1～図12Fに示されている実施態様に関して説明された他の特徴、例えば、
装置80の内部コア8700と同一又は同様の内部コアをさらに備えることができる。装置80に
関して説明されたように、装置90の任意の内部コアは、活性剤、例えば、消臭剤、抗菌剤
、痔疾緩和剤、及び/又は麻酔薬を含み得る。一部の実施態様では、活性剤は：消臭剤、
抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬のうちの2つ以上又は3つ以上である。一部の実施態様で
は、活性剤は、消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬を含む。
【００９７】
　一部の実施態様では、装置90は、上面9100、底面9200、内部コア9700、及び外形部分93
00,9600によって画定される断面形状を有する。この断面形状は、装置90の使いやすさ（
例えば、装着及び/又は取り外し）、対象の快適さなどを向上させるために選択すること
ができる。例えば、図13A～図13Dに示されているように、断面形状は、実質的に均一な厚
さを有するアーチ形のドーム形状にすることができる。例えば、限定ではないが、断面形
状には、その代わりに、円形、楕円形、棒、長方形、正方形、台形、菱形、平行四辺形、
三角形、六角形、五角形、七角形、八角形、九角形、角が丸い正方形、前述のいずれかの
一部（例えば、半円形）、前述のいずれかの先細構造、又は前述のいずれか2つ以上の組
み合わせ（例えば、四辺形部分と該四辺形の長さ及び/又は角の１つから突き出た1つ以上
の指状部分を含む断面プロファイル）が含まれ得る。
【００９８】
　装置90はまた、1つ以上の折り目9055を備えることができ、該1つ以上の折り目9055は、
材料の厚さの一部のみ（例えば、多層装置の1つの層のみに折り目）を任意に備えること
ができる。他の実施態様では、この1つ以上の折り目9055は、装置90の厚さ全体にわたっ
て延在し得る。一部の実施態様では、折り目（複数可）9055は、装置90が、折り目を備え
ていない或いは折り目の数が少ない又は折り目の寸法（例えば、長さ、幅、体積、及び/
又は表面積）が小さい同等のサイズ及び形状の装置よりも実質的に多くの体液を対象の皮
膚から吸収することを可能にする。
【００９９】
　一部の実施態様では、折り目（複数可）9055は、シート材料の実質的に平坦な片を変形
させて（例えば、成形して）、図13A～図13Dのいずれか１つに一般的に示されているよう
な成形形状を形成することによって形成される。装置90は、1つの折り目9055を備えても
よいし、或いは少なくとも2つの折り目9055、例えば、約3つの折り目9055、約4つの折り
目9055、約5つの折り目9055、約6つの折り目9055、約7つの折り目9055、約8つの折り目90
55、約9つの折り目9055、約10の折り目9055、又は約11以上の折り目9055を備えてもよい
。
【０１００】
　一部の実施態様では、本開示は、粘着防止材料を含む身体対向面を有する第1の層；該
第1の身体対向面の反対側に配置された第2の層；及び該第1の層と該第2の層との間に配置
され、かつ吸収材料を含む第3の層を備える吸収装置を提供する。一部の実施態様では、
第1の層の少なくとも一部は、平面からかなり外れた外形を有する。一部の実施態様では
、第3の層は、吸湿性材料を含む内部コアをさらに備える。一部の実施態様では、この内
部コアは、障壁材料によって吸収材料から分離されている。一部の実施態様では、内部コ
アは活性剤をさらに含む。一部の実施態様では、活性剤は、消臭剤及び/又は抗菌剤を含
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む。一部の実施態様では、第1の層は、装着情報を使用者に提供するためのグラフィック
要素を備える。一部の実施態様では、第2の層は、装着情報を使用者に提供するためのグ
ラフィック要素を備える。一部の実施態様では、第2の層は、装着情報を使用者に提供す
るためのグラフィック要素を備える。一部の実施態様では、身体対向面は、複数のディン
プルを備える。一部の実施態様では、身体対抗面は接着部分を備えていない。一部の実施
態様では、平面からかなり外れた外形は回転楕円体である。
【０１０１】
　他の実施態様では、本開示は、複数のディンプルを備える第1の身体対向層；該第1の層
の反対側に配置された第2の層；及び該第1の身体対向層と該第2の層との間に配置された
内部コアを備える吸収装置を提供する。一部の実施態様では、第1の身体対向層は、接着
部分を備えていない。一部の実施態様では、内部コア層は、吸収材料を含み、かつ任意に
活性剤を含む。一部の実施態様では、吸収材料はコーンスターチを含む。一部の実施態様
では、活性剤は、消臭剤及び/又は抗菌剤を含む。一部の実施態様では、第1の身体対向層
及び第2の層のうちの少なくとも1つが、装着情報を使用者に提供するためのグラフィック
要素を備える。
【０１０２】
（2．肛門周囲の発汗及び/又は痒みを処置又は予防する方法の選択された実施態様）
　本明細書に開示される装置は、対象の皮膚（例えば、肛門周囲の皮膚）から体液（例え
ば、汗、血液、糞便、尿、及び/又は膿）を吸収するために使用することができる。この
ような実施態様では、この方法は、本明細書に開示される装置を、その少なくとも一部が
対象の肛門付近の皮膚（例えば、臀間の皮膚）に接触するように対象の臀裂に装着するス
テップを含み得る。
【０１０３】
　一部の実施態様では、本開示は、対象の肛門付近の体液を吸収する方法を提供し、該方
法は、本明細書に開示される装置を、対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するステッ
プを含む。一部の実施態様では、装置を配置するステップは、該装置を対象の肛門周囲の
皮膚に接触させて配置するステップをさらに含む。一部の実施態様では、この方法は、対
象の皮膚からの体液を吸収するのに十分な期間、装置を該対象の皮膚に接触させたままに
するステップをさらに含む。一部の実施態様では、体液には、汗、血液、糞便、尿、及び
/又は膿が含まれる。一部の実施態様では、この方法は、この期間が経過した後に装置を
取り外すステップをさらに含む。一部の実施態様では、装置は、該装置を臀裂内に配置す
るステップから24時間以内に取り外される。
【０１０４】
　発汗及び痒みは、一般的な同時に起こる症状であり、従って、本開示の方法は、対象の
皮膚からの体液（例えば、汗、血液、糞便、尿、及び/又は膿）を同時に又は実質的に同
時に吸収し、該対象の肛門付近の痒みを軽減する又は消失させることができる。他の実施
態様では、この方法は、例えば、対象が痒みを感じるが体液の分泌がない場合は、該対象
の肛門付近の皮膚から体液を吸収することなく痒みを軽減する又は消失させる。これらの
実施態様のいずれにおいても、この方法は、本明細書に開示される装置を、対象の臀裂内
に少なくとも部分的に配置するステップを含む。一部の実施態様では、装置を配置するス
テップは、該装置を対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置するステップをさらに含む。
一部の実施態様では、この方法は、痒みを軽減する又は消失させるのに十分な期間、装置
を対象の皮膚に接触させたままにするステップをさらに含む。一部の実施態様では、この
方法は、この期間が経過した後に装置を取り外すステップをさらに含む。一部の実施態様
では、装置は、該装置を臀裂内に配置するステップから24時間以内に取り外される。
【０１０５】
　一部の実施態様では、肛門付近の体液を吸収する方法は、体液が肛門付近に存在する前
に（例えば、発汗及び/又は痒みの症状の発症前に）、装置を対象の臀裂内に少なくとも
部分的に配置するステップを含む。このような実施態様では、発汗及び/又は痒みの症状
を実質的に又は完全に予防するために、体液を装置によって吸収することができる。
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【０１０６】
　他の実施態様では、本開示は、対象の痒みの再発を防止する方法を提供する。このよう
な実施態様では、この方法は、本明細書に開示される装置を対象の臀裂内に少なくとも部
分的に配置するステップを含む。一部の実施態様では、装置を配置するステップは、該装
置を対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置するステップをさらに含む。一部の実施態様
では、この方法は、痒みを軽減する又は消失させるのに十分な期間、装置を対象の皮膚に
接触させたままにするステップをさらに含む。一部の実施態様では、この方法は、この期
間が経過した後に装置を取り外すステップをさらに含む。一部の実施態様では、装置は、
該装置を臀裂内に配置するステップから24時間以内に取り外される。
【０１０７】
　本明細書に開示されるいずれの実施態様においても、装置を、対象の臀裂内に少なくと
も部分的に挿入し、そして該臀裂から体液を吸収するのに十分な期間の後に、該装置を取
り外して廃棄することができる。必要であれば、本明細書に開示される第2の未使用の装
置を、対象の臀裂内に少なくとも部分的に挿入して、さらなる臀裂内の体液を吸収するこ
とができる。
【０１０８】
　一部の実施態様では、この方法は、例えば、抗菌活性剤を含む本明細書に開示される装
置の使用によって、臭気をさらに吸収し、かつ/又は中和する。
【０１０９】
　一部の実施態様では、この方法は、臀裂内の体液が対象の衣服（例えば、下着及び/又
は上着）に接触するのを低減する、最小限にする、又は防止するのに十分な臀裂内の体液
の吸収を提供する。
【０１１０】
　本明細書に開示されるいずれの実施態様においても、体液は汗を含み得る。
【０１１１】
　本明細書に開示されるいずれの実施態様においても、体液は本質的に汗からなり得る。
【０１１２】
　本明細書に開示されるいずれの実施態様においても、体液は汗からなり得る。
【０１１３】
　一部の実施態様では、本開示は、対象の臀裂からの体液（例えば、汗）を吸収する方法
を提供し、該方法は、本明細書に開示される装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配
置するステップを含む。一部の実施態様では、この装置は、対象の肛門周囲組織に接触さ
せ、かつ/又は対象の痔疾部に接触させて配置される。
【０１１４】
（3．対象の痔疾を処置又は予防するための装置の選択された実施態様）
　他の実施態様では、本開示の装置は、対象の痔疾を処置又は予防する。このような実施
態様では、この装置は、対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置されるように構成されて
いる。一部の実施態様では、この装置は、痔疾の症状、例えば、痒み、出血、灼熱痛、疼
痛、及び/又は腫脹を少なくともある程度緩和するために痔疾部に接触して配置されるよ
うに構成されている。一部の実施態様では、この装置は、痔疾の進行（例えば、悪化）を
防止するために痔疾部に接触して配置されるように構成されている。他の実施態様では、
この装置は、痔疾の発生を防止するために対象の肛門周囲組織の少なくとも一部に接触し
て配置されるように構成されている。
【０１１５】
　次に、特に図1A～図1B及び図2を参照すると、対象の痔疾を処置又は予防するための装
置10は、第1の層100、及び該第1の層100の反対側に配置された第2の層200を備える。第1
の層100の少なくとも一部は、平面から（例えば、平坦な平面からの）外れた外形300を備
える。
【０１１６】
　第1の層100は、装置10に対して、対象に接触する又は隣接するように向けられている。
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第1の層100は、皮膚に直接接触するのに適し、かつ水分の第1の層100の透過を可能にする
あらゆる材料から形成することができる。一部の実施態様では、第1の層100は綿を含む。
第1の層100は、表面（例えば、身体対向面）150を備える。表面150は、第1の層100が対象
の皮膚に強く付着し過ぎるのを防止するために、被覆、例えば、ワックス状被覆を備える
ことができる。一部の実施態様では、表面150はテクスチャを有する。一部の実施態様で
は、このテクスチャは、対象の皮膚への装置10の付着を高める。一部の実施態様では、こ
のテクスチャは、1つ以上のディンプルを備えている。
【０１１７】
　一部の実施態様では、第1の層100は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マー
ク400をさらに備える。例えば、情報マーク400は、装置10のどちらの面が対象の皮膚に接
触するべきかを示すことができる。
【０１１８】
　一部の実施態様では、第1の層100は、装着時に装置10をどのように向けるべきかを対象
に示すための1つ以上の向きマーク500をさらに備える。例えば、図1Aに示されているよう
に、向きマーク500は、臀裂に平行に整合されるべき装置10の中心線を示す線を備えるこ
とができる。
【０１１９】
　第1の層100の外形部分300は、該第1の層100の残りの部分に対して平面から（例えば、
平坦な平面から）外れている。例えば、図1Aに示されているように、外形部分300は、第1
の層100からかなり突き出ている。一部の実施態様では、図1Aに示されているもののよう
に、外形部分300は、概ね回転楕円体の形状を形成するために第1の層100から突き出てい
る。他の実施態様では、外形部分300は、異なる形状又は断面プロファイル、例えば、円
板、マウンド、円錐形、涙滴、多角形、四角形（例えば、長方形、正方形、台形、菱形、
平行四辺形など）、三角形、六角形、五角形、七角形、八角形、九角形、切頭多角形（tr
uncated polygon）、上記のいずれかの先細構造、又はこれらの組み合わせ（例えば、四
辺形部分と該四辺形の長さ及び/又は角の１つから突き出た1つ以上の指状部分を含む断面
プロファイル）を形成する。他の実施態様では、外形部分300は、例えば、該第1の層100
に凹み又は窪みを形成するように第1の層100からかなり引っ込んでいる。外形部分300は
、第1の層100の表面150に関して説明されたテクスチャと同様のテクスチャを任意に有し
得る表面350を備えている。他の実施態様では、表面350は、たとえ表面150がテクスチャ
を有する実施態様であってもテクスチャを有していない。一部の実施態様では、外形部分
300は、対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に比例した大きさ
である。
【０１２０】
　装置10の第2の層200は、任意に、皮膚との直接的な接触に適し、かつ水分の第2の層200
の透過を可能にし得るあらゆる耐久性材料から形成することができる。一部の実施態様で
は、第2の層200は綿を含む。図1Bに示されているように、装置10の第2の層200は、第2の
表面250を有し、該第2の表面250は、一部の実施態様では、機械的分解又は体液による分
解に対して該第2の層200の完全性を向上させるために被覆（例えば、ワックス状被覆）を
備えることができる。一部の実施態様では、第2の表面250はテクスチャを有する。一部の
実施態様では、このテクスチャは、例えば、装着の間の装置10の取り扱い及び操作を改善
するために、装置10の対象の皮膚への付着を高める。一部の実施態様では、テクスチャは
、1つ以上のディンプルを備えている。
【０１２１】
　第2の層200は、一部の実施態様では、平面から（例えば、第2の層200の残りの部分によ
って少なくとも一部が画定される平面から）かなり外れた外形を有する第2の外形部分600
を備えることができる。例えば、図1Bに示されているように、第2の外形部分600は、凹み
が第2の層200に形成されるように、第2の層200の残りの部分によって画定される平面から
引っ込めることができる。第2の外形部分600は、装着の間の装置10の取り扱い及び操作を
改善するためにテクスチャ、例えば、1つ以上のディンプルを任意に備え得る表面650を有
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する。
【０１２２】
　一部の実施態様では、第2の層200は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マー
ク450をさらに備える。例えば、情報マーク450は、装置10を臀裂内に適切に装着するため
に対象が圧力をかけてもよい部分を示すことができる。
【０１２３】
　一部の実施態様では、第2の層200は、装着時に装置10をどのように向けるべきかを対象
に示すための1つ以上のグラフィック表示550をさらに備える。例えば、図1Bに示されてい
るように、向きマーク550は、装置10の中心を示す中心ゾーンを示すことができ、理想的
には装着時に対象の肛門に整合させるべきである。
【０１２４】
　第1の層100及び第2の層200は、当業者に公知のあらゆる適切な手段によって周辺部で互
いに固定することができる。一実施態様では、図1Bに示されているように、第1の層100と
第2の層200は、継ぎ目又はシール255によって一緒に接合される。一部の実施態様では、
例えば、第1の層100及び/又は第2の層200が綿を含む場合、継ぎ目又はシール255は、物理
的な接合（例えば、縫い目）又は化学的接合（例えば、接着シール）とすることができる
。一部の実施態様では、第1の層100と第2の層200は、熱及び/又は圧縮によって一緒に接
合される。
【０１２５】
　一部の実施態様では、装置10は、第1の層100、第2の層200、及び外形300によって画定
される断面形状を有する。この断面形状は、装置10の使いやすさ（例えば、装着及び又は
取り外し）、対象の快適さなどを向上させるために選択することができる。一部の実施態
様では、この断面形状は、実質的に円形、卵形、棒状、又は多角形である。例えば、限定
されるものではないが、断面形状には、円形、楕円形、棒、長方形、正方形、台形、菱形
、平行四辺形、三角形、六角形、五角形、七角形、八角形、九角形、角が丸い正方形、前
述のいずれかの一部（例えば、半円形）、前述のいずれかの先細構造、又は前述のいずれ
か2つ以上の組み合わせ（例えば、四辺形部分と該四辺形の長さ及び/又は角の１つから突
き出た1つ以上の指状部分を含む断面プロファイル）が含まれ得る。
【０１２６】
　図2に示されているように、図1A-1Bの実施態様は、第1の層100と第2の層200との間に配
置された第3の層700を備えている。第3の層700は、対象の臀裂への装置10の装着時に、体
液を吸収し、かつ/又は活性剤を該対象に送達するための充填材料750を含む。一部の実施
態様では、第3の層700は、第1の層100と第2の層200との間の全空間を占めている。他の実
施態様では、図2に示されているもののように、充填材料750は、第3の層700の一部のみを
構成する（例えば、第1の層100と第2の層200との間の空間の一部のみを占める）。このよ
うな実施態様では、充填材料750によって占められていない、第1の層100と第2の層200と
の間の残りの空間は、第2の充填材料800を含むことができ、該第2の充填材料800は、該充
填材料750を装置10内の所望の位置に固定するために、綿又は発泡体のような比較的堅い
構造支持材料であり得る。例えば、図2に示されているように、第3の層700は、第1の層10
0の非平面外形部分300内に実質的に配置される吸収材料750、例えば、綿を含み得る。吸
収材料750を、装置10内のその位置に実質的に維持することを保証するために、第3の層70
0は、該吸収材料750よりもかなり硬質の第2の充填材料800をさらに含む。使用の際に、よ
り硬質の第2の充填材料800は、例えば、対象の殿筋によって装置10に加えられる物理的な
力によって、該装置１０内のその元の位置から吸収材料750が押し出されるのを実質的に
防止する。
【０１２７】
　別の実施態様では、図3A～3Bに示されているように、対象の痔疾を処置又は予防するた
めの装置20は、第1の層100、及び該第1の層100の反対側に配置された第2の層200を備えて
いる。第1の層100の少なくとも一部分は、平面から（例えば、平坦な平面から）外れた外
形300を有する。
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【０１２８】
　第1の層100、第2の層200、及び第3の層700の一般的な特徴は、実質的に図1A～図2を参
照した上記説明の通りである。
【０１２９】
　第3の層700が、第1の層100と第2の層200との間に配置され、該第1の層100の外形部分30
0と実質的に整合している。一部の実施態様では、第1の層100の外形部分300は、該第1の
層100と第2の層200との間の第3の層700の存在によって少なくとも一部が形成される。
【０１３０】
　一部の実施態様では、図3A～図3Bに示されているもののように、第3の層700は、実質的
に円盤状の形状を有する。例えば、第3の層700は、第1の層100と第2の層200との間に固定
された吸収材料（図1A～図2を参照して上記説明された）を含む丸い又は円形のパウチと
することができ、これにより、該第1の層100の外形部分300が実質的に円盤状の形状にな
る。
【０１３１】
　対象の痔疾を処置又は予防するための別の実施態様では、図4～図5に示されているよう
に、第1の層100及び第2の層200は、丸い縁を有する装置30を形成するために（例えば、図
1Bに示されている平坦な継ぎ目又はシール255のない）連続又は半連続の形態とすること
ができる。このような実施態様では、外形部分300Aは、例えば、窪んだ空洞を含むあらゆ
る所望の形状をとることができる。第1の層100、第2の層200、及び/又は外形部分300Aは
それぞれ、他の実施態様に関して上記説明されたように、表面150、表面250（斜視図のた
め不図示）、及び/又は表面350をそれぞれ備えることができる。一部の実施態様では、外
形部分300Aは、対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に比例し
た大きさである。
【０１３２】
　図5に示されているように、第2の層200は、第1の層100の外形部分300Aに加えて又はそ
の代わりに、外形部分300Bを有し得る。第1の層100及び第2の層200の両方にそれぞれ外形
部分300A/300Bを備える実施態様では、該2つの外形部分300A/300Bは、同一の形状を有し
得る。他の実施態様（不図示）では、2つの外形部分300A/300Bは、実質的に同様の形状、
又は実質的に異なる形状を有し得る。一部の実施態様では、外形部分300A/300Bは、対象
のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に比例した大きさである。
【０１３３】
　装置30は、内部コア700を含み得る。第1の層100と第2の層200との間の残りの全ての空
間を、吸収性充填材料800で充填することができる。このような実施態様では、吸収性充
填材料800は、第1の層100及び/又は第2の層200を介して装置30に体液を吸い込むよう機能
し、該体液は、最終的には、例えば、水分経路900に沿って内部コア700に達する。
【０１３４】
　本明細書に開示されるいずれの実施態様でも、内部コア700（様々な実施態様において
第3の層700とも呼ばれる）は、吸湿性材料750、例えば、綿、又はその他の水吸収材料、
又は材料の組み合わせを含み得る。内部コア700は、活性剤760を含み得る。一部の実施態
様では、活性剤760は消臭剤である。一部の実施態様では、活性剤760は抗菌剤である。一
部の実施態様では、活性剤760は、痔疾緩和剤（例えば、二糖ポリ硫化物）である。一部
の実施態様では、活性剤760は、麻酔薬（例えば、局所麻酔薬、例えば、ベンゾカイン、
ブタンベン、ジブカイン、リドカイン、オキシブプロカイン、プラモキシン、プロパラカ
イン、プロキシメタカイン、及びテトラカイン（或いは、アメトカインとも呼ばれる）で
ある。一部の実施態様では、活性剤は：消臭剤、抗菌剤、及び痔疾緩和剤のうちの2つ以
上又は3つ以上である。一部の実施態様では、活性剤は、消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、
及び麻酔薬を含む。
【０１３５】
　対象の痔疾を処置又は予防するための別の実施態様では、図6に示されているように、
本開示による装置40は、実質的に球状の頭部42及び実質的に細い尾部44を備えている。こ



(21) JP 2019-508187 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

のような実施態様では、尾部44により、例えば、対象の親指と人差指との間で装置40を安
全かつ効率的に取り扱うことが可能となり、しかも対象の臀裂内に装着された後は目立た
ないままである。
【０１３６】
　装置40は、図1A～図5に示され、かつこれらの図面に関して上記説明されたものと同様
の第1の層100、第2の層200、及び外形部分300を備えることができる。表面150、250、及
び350を備える第1の層100、第2の層200、及び外形部分300の一般的な特徴は、実質的に、
他の例示された実施態様に関する上記説明の通りである。
【０１３７】
　図7A～図7Cに示されているように、対象の痔疾を処置又は予防するための装置50の別の
実施態様は、該装置50の効率的なパッケージングを可能にするための、装置50の長さに沿
った折り畳み可能な折り目55を備えている。このような実施態様では、装置50は、吸収材
料、及び皮膚との直接接触に適した任意の被覆（例えば、ワックス状被覆）を有する二分
された第1の層100A/100Bを備えている。二分された第1の層100A及び100Bのそれぞれは、
表面150A/150Bを備えることができる。表面150A/150Bは、他の実施態様における表面150
に関して上記説明されたものと同様の特性を有し得る。
【０１３８】
　装置50はまた、（例えば、図7Cに示されているように）折り畳みが完了した後に、本明
細書に記載の他の実施態様における外形部分300と実質的に同様の特性を有する二分され
た外形部分300A/300Bも備えている。より具体的には、外形部分300A/300Bのそれぞれは、
テクスチャ、例えば、複数のディンプルを有する表面350A/350Bを備えることができる。
一部の実施態様では、二分された外形部分300A/300Bは、図7Cに示されているように装置5
0が折り畳まれた後に、対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に
比例した大きさである。
【０１３９】
　使用の準備ができたら、対象は、図7A～図7Cに示されている進め方に従って、外形部分
300Aが外形部分300Bに接触及び/又は連続するまで、折り畳み可能な折り目55に沿って装
置50を折り畳む。次いで、得られた折り畳まれた装置50（図7C）を、外形部分300A/300B
が肛門周囲組織及び/又は痔疾部に接触するように臀裂内に挿入する。適切な位置にある
場合は、折り畳み可能な折り目55は、ヒンジ式の外向きの力（例えば、残留するヒンジ式
のばね力）を与え、これにより、臀裂内のその装着された位置での装置50の安定性がさら
に向上する。
【０１４０】
　図8に示されているように、装置50は、二分された第1の層100A/100Bの反対側に配置さ
れた二分された第2の層200A/200Bを備えることができる。二分された第2の層200A/200Bは
、他の実施態様に関して上記説明された第2の層200と実質的に同じであってもよい。例え
ば、二分された第2の層200Aは、表面250Aを備えることができ、二分された第2の層200Bは
、本開示の他の箇所で説明される第2の表面250と同様又は同一の表面250B（斜視図のため
不図示）を備えることができる。
【０１４１】
　同様に、二分された外形部分300A/300Bはそれぞれ、内部コア700A/700Bを備えることが
でき、該内部コア700A/700Bはそれぞれ、本明細書に開示される他の実施態様に関連して
説明される内部コア700と実質的に同様にすることができる。例えば、内部コア700A/700B
は、吸湿性材料750A/750Bを含むことができ、かつ任意に活性剤760A/760Bを含むことがで
き、これらは全て透過性障壁層740A/740B内に封入される。一部の実施態様では、吸収材
料800A/800Bが、透過性障壁層740A/740Bと第1の層100A/100Bとの間に配置され、かつ任意
に該透過性障壁層740A/740Bと第2の層200A/200Bとの間に配置される。
【０１４２】
　任意の活性剤760A/760Bは、吸湿性材料750A/750B内に含めてもよい。一部の実施態様で
は、活性剤760Aは、活性剤760Bと同じである。他の実施態様では、活性剤760Aは、活性剤
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760Bとは異なる。
【０１４３】
　対象の痔疾を処置又は予防するためのさらに別の実施態様では、図9～図10に代表的に
示されているように、本開示による装置60は、表面150を有する第1層100を備えている。
表面150は、装置60への体液の流れを制御するための少なくとも1つの谷152及び少なくと
も1つのプラトー154を備えている。この実施態様では、装置60はまた、装着時に対象の皮
膚に追加的な接着を提供するための一対の接着領域156を任意に備える。
【０１４４】
　図10に示されているように、プラトー部分（複数可）154は、第1の層100の材料の生来
の透水性を低下させ得る疎水性被覆158を備えることができる。対照的に、谷（複数可）1
52は、疎水性被覆158を備えないようにして、第1の層100及び/又は第2の層200を介した第
3の層700への水性液の比較的容易な透過を可能にすることができる。図10では、プラトー
部分154と谷部分（複数可）152との間のこの相対的な透過率の差が、水分経路900によっ
て表されている。
【０１４５】
　他の実施態様と同様に、第3の層700は、吸湿性材料750を含むことができ、かつ任意に
活性剤760を含むことができる。
【０１４６】
　対象の痔疾を処置又は予防するためのさらに別の実施態様では、図11に代表的に示され
ているように、本技術による装置70は、第1の層100、及び該第1の層100の反対側に配置さ
れた第2の層200を備える。第1の層100及び第2の層200のそれぞれは、それぞれ表面150及
び表面250を備えることができ、他の開示される実施態様に関して上記説明されたものと
同様の特性を有し得る。
【０１４７】
　第1の層100は、外形部分300Aを備え、該外形部分300Aは、1つ以上のピラー360A、及び
該ピラー360A間の1つ以上のキャビティ370Aをさらに備えることができる。従って、外形
部分300Aによって吸収される体液は、ピラー360Aを半径方向に膨張させることができ、そ
れに応じてキャビティ370Aが収縮する。
【０１４８】
　第2の層200は、外形部分300Bを備え、該外形部分300Bは、1つ以上のピラー360B、及び
該ピラー360B間の1つ以上のキャビティ370Bをさらに備えることができる。従って、外形
部分300Bによって吸収される体液は、ピラー360Bを半径方向に膨張させることができ、そ
れに応じてキャビティ370Bが収縮する。
【０１４９】
　このような実施態様では、第1の層100及び第2の層200、そして特に外形部分300A/300B
は、実質的に膨張することなく（例えば、組み合わせられた外形部分300A/300Bの直径Dが
実質的に増加することなく）かなりの量の体液を吸収することができる。一部の実施態様
では、外形部分300A/300Bは、対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲な
ど）に比例した大きさである。
【０１５０】
　次に図12A～図12Fを一般的に参照すると、対象の痔疾を処置又は予防するための装置80
の別の実施態様は、実質的に均一なシート材料から形成される。装置80は、外形部分8300
を有する上面8100を備えている。上面8100は、皮膚との直接接触に適し、かつ水分の装置
80内への浸透を可能にするあらゆる材料から形成することができる。一部の実施態様では
、上面8100は綿を含む。上面8100は、表面（例えば、身体対向面）8150を備える。表面81
50は、上面8100が対象の皮膚に強く付着し過ぎるのを防止するために、被覆、例えば、ワ
ックス被覆を備えることができる。一部の実施態様では、表面8150はテクスチャを有する
。一部の実施態様では、このテクスチャは、対象の皮膚への装置80の付着を高める。一部
の実施態様では、このテクスチャは、1つ以上のディンプルを備えている。
【０１５１】



(23) JP 2019-508187 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

　一部の実施態様では、上面8100は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マーク8
400をさらに備える。例えば、情報マーク8400は、装置80のどちらの面が対象の皮膚に接
触するべきかを示すことができる。
【０１５２】
　一部の実施態様では、上面8100は、装着時に装置80をどのように向けるべきかを対象に
示すための1つ以上の向きマーク8500をさらに備える。例えば、図12Dに示されているよう
に、向きマーク8500は、臀裂に平行に整合されるべき装置80の中心線を示す線を備えるこ
とができる。
【０１５３】
　上面8100の外形部分8300は、上面8100の残りの部分に対して平面から（例えば、平坦な
平面から）外れている、又は該上面8100の残りの部分の外形から外れている。例えば、図
12Aに示されているように、外形部分8300は、上面8100から実質的に突き出ている。一部
の実施態様では、図12Aに示されているように、外形部分8300は、概ね回転楕円体の形状
を形成するために上面8100から突き出ている。他の実施態様では、外形部分8300は、異な
る形状、例えば、円板、マウンド、円錐形、涙滴、又はこれらの組み合わせを形成する。
他の実施態様では、外形部分8300は、例えば、該上面8100に凹み又は窪みを形成するよう
に上面8100からかなり引っ込んでいる。外形部分8300は、上面8100の表面8150に関して説
明されたものと同様のテクスチャを任意に有し得る表面8350を備えている。他の実施態様
では、表面8350は、たとえ表面8150がテクスチャを有する実施態様であっても、テクスチ
ャを有していない。一部の実施態様では、外形部分8300は、対象のサイズ（例えば、該対
象の身長、体重、BMI、胴囲など）に比例した大きさである。
【０１５４】
　装置80の底面8200は、任意に皮膚との直接接触に適し、かつ体液の該底面8200の透過を
可能にし得るあらゆる耐久性材料から形成することができる。一部のこのような実施態様
では、底面8200は綿を含む。図12B及び図12Eに示されているように、装置80の底面8200は
、第2の表面8250を備え、該第2の表面8250は、一部の実施態様では、機械的分解又は体液
による分解に対して第2の層8200の完全性を向上させるために被覆（例えば、ワックス状
被覆）を備えることができる。このような実施態様では、この被覆は、体液が装置80の内
部から底面8200を介して染み出るのを防止する（例えば、吸収された体液を装置80内に閉
じ込める）。一部の実施態様では、第2の表面8250はテクスチャを有する。一部の実施態
様では、このテクスチャは、例えば、装着及び/又は取り外しの間の装置80の取り扱い及
び操作を改善するために、該装置80の対象の皮膚への付着を高める。一部の実施態様では
、テクスチャは、1つ以上のディンプルを備えている。
【０１５５】
　底面8200は、第2の外形部分8600を備えることができ、該第2の外形部分8600は、一部の
実施態様では、平面から（例えば、底面8200の残りの部分によって少なくとも一部が画定
される平面から）かなり外れた、又は該底面8200の残りの部分の外形から外れた外形を有
する。例えば、図12Bに示されているように、第2の外形部分8600は、底面8200に凹みが形
成されるように、該底面8200の残りの部分によって画定される平面から引っ込めることが
できる。第2の外形部分8600は、装着及び/又は取り外しの間の装置80の取り扱い及び操作
を改善するために、テクスチャ、例えば、1つ以上のディンプルを任意に有し得る表面865
0を備えている。
【０１５６】
　一部の実施態様では、底面8200は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マーク8
450をさらに備える。例えば、情報マーク8450は、装置80の中心線を示すことができ、か
つ/又は該装置80を臀裂内に適切に装着するために対象が圧力をかけてもよい部分を示す
ことができる。
【０１５７】
　一部の実施態様では、底面8200は、装着時に装置80をどのように向けるべきかを対象に
示すための1つ以上のグラフィック表示8550をさらに備える。例えば、図12Eに示されてい
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るように、向きマーク8550は、装置80の中心を示す中心ゾーンを示すことができ、理想的
には装着時に対象の肛門に整合させるべきである。
【０１５８】
　装置80は、内部コア8700をさらに備えることができる。上面8100と底面8200との間の残
りの全ての空間を、内部コア8700によって充填することができる。このような実施態様で
は、内部コア8700は、装置80の外形部分8300、8600内に実質的に位置する吸収材料、例え
ば、綿を含み得る。内部コア8700は、活性剤、例えば、消臭剤及び/又は抗菌剤を含み得
る。
【０１５９】
　本明細書に開示されるいずれの実施態様でも、内部コア8700（様々な実施態様において
第3の層8700とも呼ばれる）は、吸湿性材料、例えば、綿、又は任意のその他の水性吸収
材料、又は材料の組み合わせを含み得る。内部コア8700は、活性剤を含み得る。一部の実
施態様では、活性剤は消臭剤である。一部の実施態様では、活性剤は抗菌剤である。一部
の実施態様では、活性剤は、痔疾緩和剤（例えば、二糖ポリ硫化物）である。一部の実施
態様では、活性剤は、麻酔薬（例えば、局所麻酔薬、例えば、ベンゾカイン、ブタンベン
、ジブカイン、リドカイン、オキシブプロカイン、プラモキシン、プロパラカイン、プロ
キシメタカイン、及びテトラカイン（或いは、アメトカインとも呼ばれる）である。一部
の実施態様では、活性剤は：消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬のうちの2つ以上
又は3つ以上である。一部の実施態様では、活性剤は、消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及
び麻酔薬を含む。
【０１６０】
　一部の実施態様では、装置80は、上面8100、底面8200、内部コア8700、及び外形部分83
00、8600によって画定される断面形状を有する。この断面形状は、装置80の使いやすさ（
例えば、装着及び/又は取り外し）、対象の快適さなどを向上させるために選択すること
ができる。例えば、図12Fに示されているように、この断面形状は、実質的に均一な厚さ
を有するアーチ形のドーム形状にすることができる。例えば、限定されるものではないが
、断面形状には、その代わりに、円形、楕円形、棒、長方形、正方形、台形、菱形、平行
四辺形、三角形、六角形、五角形、七角形、八角形、九角形、角が丸い正方形、前述のい
ずれかの一部（例えば、半円形）、前述のいずれかの先細構造、又は前述のいずれか2つ
以上の組み合わせ（例えば、四辺形部分と該四辺形の長さ及び/又は角の１つから突き出
た1つ以上の指状部分を含む断面プロファイル）が含まれ得る。
【０１６１】
　本明細書に開示される全ての装置は、1つ以上の折り目をさらに備えることができる。
本明細書で使用される「折り目」という用語は、材料の凹み、折り畳み部分、又は重なる
領域を指す。一部の実施態様では、折り目8055は、材料の厚さの一部のみ（例えば、多層
装置の1つの層のみの折り目）を含み得る。他の実施態様では、折り目は、装置の厚さ全
体にわたって（例えば、多層装置の全ての層を通って）延在し得る。一部の実施態様では
、折り目は、本装置が、折り目を備えていない或いは折り目の数が少ない又は折り目の寸
法（例えば、長さ、幅、体積、及び/又は表面積）が小さい同等のサイズ及び形状の装置
よりも実質的に多くの体液を対象の皮膚から吸収することを可能にする。
【０１６２】
　一部の実施態様では、折り目は、シート材料の実質的に平坦な片を変形させて（例えば
、成形して）、図1A～図12Fのいずれか１つに一般的に示されているような成形形状を形
成することによって形成される。例えば、図12A～図12Fに示されている実施態様では、装
置80は、少なくとも4つの折り目8055を備える。他の実施態様では、装置80は、少なくと
も2つの折り目8055、例えば、約3つの折り目8055、約4つの折り目8055、約5つの折り目80
55、約6つの折り目8055、約7つの折り目8055、約8つの折り目8055、約9つの折り目8055、
約10の折り目8055、又は約11以上の折り目8055を備えている。
【０１６３】
　次に図13A～図13Dを一般的に参照すると、本開示は、対象の皮膚から体液を吸収するた
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めの装置90の別の実施態様を提供する。このような実施態様では、装置90は、実質的に均
一なシート材料から形成される。装置90は、外形部分9300を有する上面9100を備えている
。上面9100は、皮膚との直接接触に適し、かつ水分の装置90内への透過を可能にするあら
ゆる材料から形成することができる。一部の実施態様では、上面9100は綿を含む。上面91
00は、表面（例えば、身体対向面）9150を備える。表面9150は、上面9100が対象の皮膚に
強く付着し過ぎるのを防止するために、被覆、例えば、ワックス状被覆を備えることがで
きる。一部の実施態様では、表面9150はテクスチャを有する。一部の実施態様では、この
テクスチャは、対象の皮膚への装置90の付着を高める。一部の実施態様では、このテクス
チャは、1つ以上のディンプルを備えている。
【０１６４】
　一部の実施態様では、上面9100は、装着時に装置90をどのように向けるべきかを対象に
示すための1つ以上の向きマーク9500をさらに備える。例えば、向きマーク9500は、臀裂
に対して平行に整合されるべき、又は図13A～図13Dに具体的に示されているように垂直に
整合されるべき装置90の中心線を示す線を備えることができる。
【０１６５】
　上面9100の外形部分9300は、該上面9100の残りの部分に対して平面から（例えば、平坦
な平面から）外れている、又は該上面9100の残りの部分の外形から外れている。例えば、
外形部分9300は、上面9100から実質的に突き出てもよい。一部の実施態様では、外形部分
9300は、概ね回転楕円体の形状を形成するために上面9100から突き出ている。他の実施態
様では、外形部分9300は、異なる形状、例えば、円板、マウンド、円錐形、涙滴、又はこ
れらの組み合わせを形成する。他の実施態様では、外形部分9300は、例えば、該上面9100
に凹み又は窪みを形成するように上面9100からかなり引っ込んでいる。外形部分9300は、
上面9100の表面9150に関して説明されたものと同様のテクスチャを任意に有し得る表面93
50を備えている。他の実施態様では、表面9350は、たとえ表面9150がテクスチャを有する
実施態様であっても、テクスチャを有していない。一部の実施態様では、外形部分9300は
、対象のサイズ（例えば、該対象の身長、体重、BMI、胴囲など）に比例した大きさであ
る。
【０１６６】
　装置90の底面9200は、任意に皮膚との直接接触に適し、かつ体液の該底面9200の透過を
可能にし得るあらゆる耐久性材料から形成することができる。一部のこのような実施態様
では、底面9200は綿を含む。装置90の底面9200は、第2の表面9250を備え、該第2の表面92
50は、一部の実施態様では、機械的分解又は体液による分解に対して第2の層9200の完全
性を向上させるための被覆（例えば、ワックス状被覆）を備えることができる。このよう
な実施態様では、被覆は、体液が装置90の内部から底面9200を介して染み出るのを防止す
る（例えば、吸収された体液を装置90内に閉じ込める）。一部の実施態様では、第2の表
面9250はテクスチャを有する。一部の実施態様では、このテクスチャは、例えば、装着及
び/又は取り外しの間の装置90の取り扱い及び操作を改善するために、装置90の対象の皮
膚への付着を高める。一部の実施態様では、このテクスチャは、1つ以上のディンプルを
備えている。
【０１６７】
　底面9200は、第2の外形部分9600を備えることができ、該第2の外形部分9600は、一部の
実施態様では、平面から（例えば、該底面9200の残りの部分によって少なくとも一部が画
定される平面から）かなり外れた、又は該底面9200の残りの部分の外形から外れた外形を
有する。例えば、第2の外形部分9600は、底面9200に凹みが形成されるように、該底面920
0の残りの部分によって画定される平面から引っ込めることができる。第2の外形部分9600
は、装着及び/又は取り外しの間の装置80の取り扱い及び操作を改善するために、テクス
チャ、例えば、1つ以上のディンプルを任意に有し得る表面9650を備えている。
【０１６８】
　装置90は、例えば、底面9200に一体化された又は取り付けられた、1つ以上の取り外し
用タブ9900を備えている。1つ以上の取り外し用タブ9900は、使用後に、例えば、装置90
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が体液を吸収したときに、使用者が該装置90をより容易に取り外すことを可能にする。一
部の実施態様では、図13Aに代表的に示されているように、装置90は、底面9200の中心又
はその近く（例えば、第2の外形部分9600内）で該底面9200に接続された1つの取り外し用
タブ9900を備えている。このような実施態様を臀裂から取り外すためには、使用者が、取
り外し用タブ9900をその手Hで把持して、該取り外し用タブ9900を臀裂から概ね離れる方
向に引っ張る。
【０１６９】
　別法では、装置90は、2つ以上の取り外し用タブ9900、例えば、2つの取り外し用タブ99
00を備えることができる。このような実施態様では、2つの取り外し用タブ9900は、好ま
しくは装置90の中心に対して左右対称に、あらゆる適切な位置で装置90に接続することが
できる。例えば、図13C～図13Dに代表的に示されているように、1つの取り外し用タブ990
0aを、底面9200の一方の縁Eに取り付けることができ、第2の取り外し用タブ9900bを、該
底面9200の概ね反対側の縁E’に取り付けることができる。このような実施態様を臀裂か
ら取り外すためには、使用者が、第1の取り外し用タブ9900a、第2の取り外し用タブ9900b
、又は両方の取り外し用タブ9900a、9900bをその手Hで把持して、臀裂から概ね離れる方
向に引っ張る。
【０１７０】
　一部の実施態様では、底面9200は、対象に情報を提供するための1つ以上の情報マーク9
450をさらに備える。例えば、情報マーク9450は、装置90の中心線を示すことができ、か
つ/又は該装置90を臀裂内に適切に装着するために対象が圧力をかけてもよい部分を示す
ことができる。
【０１７１】
　一部の実施態様では、底面9200は、装着時に装置90をどのように向けるべきかを対象に
示すための1つ以上のグラフィック表示9550をさらに備える。例えば、向きマーク9550は
、装置90の中心を示す中心ゾーンを示すことができ、理想的には装着時に対象の肛門に整
合されるべきである。
【０１７２】
　装置90は、図1～図12Fに示されている実施態様に関して説明された他の特徴、例えば、
装置80の内部コア8700と同一又は同様の内部コアをさらに備えることができる。装置80に
関して説明されたように、装置90の任意の内部コアは、活性剤、例えば、消臭剤、抗菌剤
、痔疾緩和剤、及び/又は麻酔薬を含み得る。一部の実施態様では、活性剤は：消臭剤、
抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬のうちの2つ以上又は3つ以上である。一部の実施態様で
は、活性剤は、消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬を含む。
【０１７３】
　一部の実施態様では、装置90は、上面9100、底面9200、内部コア9700、及び外形部分93
00,9600によって画定される断面形状を有する。この断面形状は、装置90の使いやすさ（
例えば、装着及び/又は取り外し）、対象の快適さなどを向上させるために選択すること
ができる。例えば、図13A～図13Dに示されているように、断面形状は、実質的に均一な厚
さを有するアーチ形のドーム形状にすることができる。例えば、限定ではないが、断面形
状には、その代わりに、円形、楕円形、棒、長方形、正方形、台形、菱形、平行四辺形、
三角形、六角形、五角形、七角形、八角形、九角形、角が丸い正方形、前述のいずれかの
一部（例えば、半円形）、前述のいずれかの先細構造、又は前述のいずれか2つ以上の組
み合わせ（例えば、四辺形部分と該四辺形の長さ及び/又は角の１つから突き出た1つ以上
の指状部分を含む断面プロファイル）が含まれ得る。
【０１７４】
　装置90はまた、1つ以上の折り目9055を備えることができ、該1つ以上の折り目9055は、
材料の厚さの一部のみ（例えば、多層装置の1つの層のみに折り目）を任意に備えること
ができる。他の実施態様では、この1つ以上の折り目9055は、装置90の厚さ全体にわたっ
て延在し得る。一部の実施態様では、折り目（複数可）9055は、装置90が、折り目を備え
ていない或いは折り目の数が少ない又は折り目の寸法（例えば、長さ、幅、体積、及び/
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又は表面積）が小さい同等のサイズ及び形状の装置よりも実質的に多くの体液を対象の皮
膚から吸収することを可能にする。
【０１７５】
　一部の実施態様では、折り目（複数可）9055は、シート材料の実質的に平坦な片を変形
させて（例えば、成形して）、図13A～図13Dのいずれか１つに一般的に示されているよう
な成形形状を形成することによって形成される。装置90は、1つの折り目9055を備えても
よいし、或いは少なくとも2つの折り目9055、例えば、約3つの折り目9055、約4つの折り
目9055、約5つの折り目9055、約6つの折り目9055、約7つの折り目9055、約8つの折り目90
55、約9つの折り目9055、約10の折り目9055、又は約11以上の折り目9055を備えてもよい
。
【０１７６】
　一部の実施態様では、本開示は、粘着防止材料を含む身体対向面を有する第1の層；該
第1の身体対向面の反対側に配置された第2の層；及び該第1の層と該第2の層との間に配置
され、かつ吸収材料を含む第3の層を備える吸収装置を提供する。一部の実施態様では、
第1の層の少なくとも一部は、平面からかなり外れた外形を有する。一部の実施態様では
、第3の層は、吸湿性材料を含む内部コアをさらに備える。一部の実施態様では、この内
部コアは、障壁材料によって吸収材料から分離されている。一部の実施態様では、内部コ
アは活性剤をさらに含む。一部の実施態様では、活性剤は：消臭剤、抗菌剤、及び痔疾緩
和剤のうちの1つ以上を含む。一部の実施態様では、第1の層は、装着情報を使用者に提供
するためのグラフィック要素を備える。一部の実施態様では、第2の層は、装着情報を使
用者に提供するためのグラフィック要素を備える。一部の実施態様では、第2の層は、装
着情報を使用者に提供するためのグラフィック要素を備える。一部の実施態様では、身体
対向面は、複数のディンプルを備える。一部の実施態様では、身体対抗面は接着部分を備
えていない。一部の実施態様では、平面からかなり外れた外形は回転楕円体である。
【０１７７】
　他の実施態様では、本開示は、複数のディンプルを備える第1の身体対向層；該第1の層
の反対側に配置された第2の層；及び該第1の身体対向層と該第2の層との間に配置された
内部コアを備える吸収装置を提供する。一部の実施態様では、第1の身体対向層は、接着
部分を備えていない。一部の実施態様では、内部コア層は、吸収材料を含み、かつ任意に
活性剤を含む。一部の実施態様では、吸収材料はコーンスターチを含む。一部の実施態様
では、活性剤は：消臭剤、抗菌剤、及び痔疾緩和剤のうちの1つ以上を含む。一部の実施
態様では、第1の身体対向層及び第2の層のうちの少なくとも1つが、装着情報を使用者に
提供するためのグラフィック要素を備える。
【０１７８】
（4．対象の痔疾を処置又は予防する方法の選択された実施態様）
　本明細書に開示される装置は、対象の痔疾を処置又は予防するために使用することがで
きる。このような実施態様では、この方法は、本明細書で開示される装置を、その少なく
とも一部が痔疾部に接触するように対象の臀裂に装着するステップを含み得る。
【０１７９】
　一部の実施態様では、この方法は、痔疾の発症前に（例えば、痔疾関連痛及び/又は痒
みの症状の発症前に）装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するステップを含む
。一部の実施態様では、対象は、痔疾を発症するリスクが高い。一部の実施態様では、対
象は、1つ以上の痔疾の危険因子：便秘、低繊維食、高脂肪食、肥満、座りがちな生活様
式、脱水、アルコール依存症、妊娠、最近の出産、下痢、骨盤底筋の損傷又は萎縮（例え
ば、最近の外科手術、妊娠、又は出産に起因）、心疾患、肝疾患、50歳以上の年齢、及び
/又は痔疾の家族歴を有する。
【０１８０】
　他の実施態様では、この方法は、痔疾の処置又は予防を必要とする対象に本明細書に開
示される装置を提供するステップ、及び該装置を臀裂内に少なくとも部分的に挿入するよ
うに該対象に指示するステップを含む。
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【０１８１】
　一部の実施態様では、この方法により、痔疾に関連した1つ以上の症状、例えば、疼痛
、痒み、及び/又は腫脹を軽減する。
【０１８２】
　一部の実施態様では、この方法により、痔疾の程度が低下する。例えば、対象の程度3
の痔疾は、本開示による処置の後、程度2の痔疾に低下し得る。
【０１８３】
　他の実施態様では、この方法により、痔疾を除去するための臨床的処置の必要性が遅延
（例えば、かなり遅延）する。一部の実施態様では、臨床的処置は：ゴムバンド結紮、硬
化療法、焼灼、痔核切除、痔動脈遮断（hemorrhoidal dearterialization）、及びステー
プル止め痔核固定からなる群から選択される。
【０１８４】
　さらに他の実施態様では、本明細書に開示される痔疾を処置する方法は、該痔疾を処置
するための臨床的介入をさらに除外する。一部の実施態様では、臨床的介入は：ゴムバン
ド結紮、硬化療法、焼灼、痔核切除、痔動脈遮断、及びステープル止め痔核固定からなる
群から選択される。
【０１８５】
　一部の実施態様では、本開示は、対象の痔疾を処置又は予防する方法を提供し、該方法
は、本明細書中に開示される装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するステップ
を含む。一部の実施態様では、この装置は、対象の痔疾部に接触させ、かつ/又は該対象
の肛門周囲組織に接触させて配置される。一部の実施態様では、この装置は、麻酔薬（例
えば、局所麻酔薬、例えば、ベンゾカイン、ブタンベン、ジブカイン、リドカイン、オキ
シブプロカイン、プラモキシン、プロパラカイン、プロキシメタカイン、及びテトラカイ
ン（或いは、アメトカインと呼ばれる））を備えている。
【０１８６】
　当業者であれば認識しているように、他の徴候には、痔疾の症状と同様の症状が含まれ
、このような徴候は、痔疾の診断と間違えられることさえある。従って、本明細書に開示
されるいずれの方法も、痔疾以外の障害に関連する1つ以上の症状を処置及び/又は予防す
るために使用することもできる。一部の実施態様では、障害は：亀裂、瘻孔、膿瘍、大腸
癌、直腸静脈瘤、痒み、直腸出血、大腸炎、炎症性腸疾患、憩室疾患、及び血管異形性の
うちの1つ以上である。
【０１８７】
（例）
　例1．粘着防止材料を含む身体対向面を有する第1の層；該第1の身体対向面の反対側に
配置された第2の層；及び該第1の層と該第2の層との間に配置され、かつ吸収材料を含む
第3の層を備える吸収装置であって：該第1層の少なくとも一部が、平面からかなり外れた
外形を有する、吸収装置。
【０１８８】
　例2．第3の層が、吸湿性材料を含む内部コアをさらに備える、例1記載の装置。
【０１８９】
　例3．内部コアが、障壁材料によって吸収材料から分離されている、例2記載の装置。
【０１９０】
　例4．内部コアが、活性剤をさらに含む、例2又は3記載の装置。
【０１９１】
　例5．活性剤が：消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬のうちの1つ以上を含む、例
4記載の装置。
【０１９２】
　例6．第1の層が、装着情報を使用者に提供するためのグラフィック要素を備える、例1
～5のいずれか1記載の装置。
【０１９３】



(29) JP 2019-508187 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

　例7．第2の層が、装着情報を使用者に提供するためのグラフィック要素を備える、例1
～6のいずれか1記載の装置。
【０１９４】
　例8．第2の層が、装着情報を使用者に提供するためのグラフィック要素を備える、例1
～7のいずれか1記載の装置。
【０１９５】
　例9．身体対向面が、複数のディンプルを備える、例1～8のいずれか1記載の装置。
【０１９６】
　例10．身体対向面が、接着部分を備えていない、例1～9のいずれか1記載の装置。
【０１９７】
　例11．平面からかなり外れた外形が、回転楕円体である、例1～10のいずれか1記載の装
置。
【０１９８】
　例12．第2の層が、1つ以上の取り外し用タブをさらに備える、例1～11のいずれか1記載
の装置。
【０１９９】
　例13．第1層が、1つ以上の折り目をさらに備える、例1～12のいずれか1記載の装置。
【０２００】
　例14．複数のディンプルを備える第1の身体対向層；該第1の層の反対側に配置された第
2の層；及び該第1の身体対向層と該第2の層との間に配置された内部コアを備える吸収装
置。
【０２０１】
　例15．第1の身体対向層が接着部分を備えていない、例14記載の装置。
【０２０２】
　例16．内部コア層が、吸収材料を含み、かつ任意に活性剤を含む、例14又は15記載の装
置。
【０２０３】
　例17．吸収材料が、コーンスターチを含む、例16記載の装置。
【０２０４】
　例18．活性剤が：消臭剤、抗菌剤、痔疾緩和剤、及び麻酔薬のうちの1つ以上を含む、
例16又は17記載の装置。
【０２０５】
　例19．第1の身体対向層及び第2の層の少なくとも1つが、装着情報を使用者に提供する
ためのグラフィック要素を備える、例14～18のいずれか1記載の装置。
【０２０６】
　例20．第2の層が、1つ以上の取り外し用タブをさらに備える、例14～18のいずれか1記
載の装置。
【０２０７】
　例21．第1の層が、1つ以上の折り目をさらに備える、例14～18のいずれか1記載の装置
。
【０２０８】
　例22．例1～13のいずれか1記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するス
テップを含む、対象の痔疾を処置又は予防する方法。
【０２０９】
　例23．装置を配置するステップが、該装置を対象の痔疾部に接触させ、かつ/又は該対
象の肛門周囲組織に接触させて配置するステップをさらに含む、例22記載の方法。
【０２１０】
　例24．例14～21のいずれか1記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置する
ステップを含む、対象の痔疾を処置又は予防する方法。
【０２１１】
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　例25．装置を配置するステップが、該装置を対象の痔疾部に接触させ、かつ/又は該対
象の肛門周囲組織に接触させて配置するステップをさらに含む、例24記載の方法。
【０２１２】
　例26．例1～13のいずれか1記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するス
テップを含む、対象の肛門付近の体液を吸収する方法。
【０２１３】
　例27．装置を配置するステップが、該装置を対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置す
るステップをさらに含む、例26記載の方法。
【０２１４】
　例28．例14～21のいずれか1記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置する
ステップを含む、対象の肛門付近の体液を吸収する方法。
【０２１５】
　例29．装置を配置するステップが、該装置を対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置す
るステップをさらに含む、例28記載の方法。
【０２１６】
　例30．例1～13のいずれか1記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置するス
テップを含む、対象の肛門付近の痒みを予防する、低減する、又は消失させる方法。
【０２１７】
　例31．装置を配置するステップが、該装置を対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置す
るステップをさらに含む、例30記載の方法。
【０２１８】
　例32．例14～21のいずれか1記載の装置を対象の臀裂内に少なくとも部分的に配置する
ステップを含む、対象の肛門付近の痒みを予防する、低減する、又は消失させる方法。
【０２１９】
　例33．装置を配置するステップが、該装置を対象の肛門周囲の皮膚に接触させて配置す
るステップをさらに含む、例32記載の方法。
【０２２０】
（結論）
　本技術の実施態様の上記の詳細な説明は、網羅的であることを意図するものでも、本技
術を上記開示された正確な形態に限定することを意図するものでもない。本技術の特定の
実施態様及び例は、例示目的で上記説明されているが、当業者であれば認識しているよう
に、様々な同等の変更が本技術の範囲内で可能である。例えば、ステップが所与の順番で
示されているが、代替の実施態様は、異なる順番でステップを実行してもよい。本明細書
に記載の様々な実施態様を組み合わせて、さらなる実施態様を提供することもできる。
【０２２１】
　上記から、本発明の特定の実施態様が例示目的で本明細書で説明されているが、周知の
構造及び機能は、本技術の実施態様の説明をむだに不明瞭にすることを回避するために詳
細に図示又は説明されていないことを理解されたい。文脈が許す限り、単数形又は複数形
の用語はそれぞれ、複数形又は単数形の用語も含み得る。
【０２２２】
　さらに、「又は」という語が、2つ以上の項目のリストに関して、１つの項目のみがそ
の他の項目から排他的であることを意味するように明示的に限定されていない限り、この
ようなリストにおける「又は」の使用は、（a）該リスト内のいずれか１つの項目、（b）
該リスト内のすべての項目、又は（c）該リスト内の項目のあらゆる組み合わせを含むと
解釈されるべきである。加えて、「含んでいる（comprising）」という用語は、非常に多
数の同じ特徴及び/又はさらなる種類の他の特徴が排除されないように、少なくとも列挙
された特徴（複数可）を含むことを意味するように全体を通して使用される。また、特定
の実施態様が例示目的で本明細書で説明されているが、本技術から逸脱することなく様々
な変更を行うことができることも理解されたい。さらに、本技術の特定の実施態様に関連
した利点は、これらの実施態様の文脈で説明されているが、他の実施態様もまた、このよ
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ような利点を示す必要はない。従って、本開示及び関連する技術は、本明細書で明示的に
図示又は説明されていない他の実施態様を包含し得る。
【０２２３】
　文脈上明らかに他の意味に解釈するべき場合を除き、明細書及び特許請求の範囲を通し
て、「含む（comprise）」及び「含んでいる（comprising）」などの語は、排他的又は網
羅的な意味ではなく包括的な意味；即ち、「限定されるものではないが、～を含む」とい
う意味で解釈するべきである。単数又は複数を使用する語はそれぞれ、複数及び単数も含
む。加えて、「本明細書で」、「上記の」、及び「下記の」という語、並びに類似の意味
を持つ語は、本出願で使用される場合、本出願全体を指すものであり、本出願の特定の部
分を指すものではない。
【０２２４】
　所与の疾患又は障害に関連した「処置」という用語には、限定されるものではないが、
疾患若しくは障害を抑制すること、例えば、疾患若しくは障害の発症を阻止すること；疾
患若しくは障害を緩和すること、例えば、疾患又は障害を軽減すること；又は、疾患若し
くは障害によって引き起こされる若しくはこれに起因する症状を緩和すること、例えば、
疾患若しくは障害の症状を緩和すると、予防すること、若しくは処置することが含まれる
。所与の疾患若しくは障害に関連した「予防」という用語は：何も発症していない場合は
疾患の発症を予防すること、障害若しくは疾患の素因があり得るが、まだ障害若しくは疾
患と診断されていない対象において疾患若しくは障害が発症するのを予防すること、及び
/又は既に罹患している場合にさらなる疾患/障害の進行を予防することを意味する。
【０２２５】
　本開示の実施態様の説明は、網羅的であることを意図するものでも、本開示を開示され
た正確な形態に限定することを意図するものでもない。本開示の特定の実施態様及び例は
、本明細書では例示目的で説明されているが、当業者であれば認識しているように、様々
な等価な変更が本開示の範囲内で可能である。
【０２２６】
　全ての上記の実施態様の特定の要素は、他の実施態様の要素と組み合わせる又は該要素
に代えることができる。さらに、本開示の特定の実施態様に関連する利点が、これらの実
施態様の文脈で説明されているが、他の実施態様もこのような利点を示すことができ、全
ての実施態様が開示の範囲内に入る利点を必ずしも示す必要はない。
【０２２７】
　上記から、本発明の特定の実施態様は、例示目的で本明細書で説明されているが、本発
明の範囲から逸脱することなく様々な変更を行うことができることを理解されたい。従っ
て、本発明は、添付の特許請求の範囲による限定を除き、限定されるものではない。
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